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 第１章 一次請求及び再請求に係る記録条件仕様 

     審査支払機関から保険者等へ最初に請求を行う場合（以下「一次請求」という。）及び再審査等請求により保険

薬局に返戻の後、再請求されたレセプトの請求を行う場合（以下「再請求」という。）の記録条件仕様を定める。 

なお、審査支払機関から保険者等へ再審査等結果の返付を行う場合（以下「再審査等結果情報」という。）の

記録条件仕様については、第２章に定める。 

  １ ファイル構成に関する事項 

  （１） ファイル名 

      レセ電コード情報ファイル（調剤）のファイル名は、社会保険診療報酬支払基金分については、「14_RECODEI

NFO_PHA.CSV」とし、国民健康保険団体連合会分については、「24_RECODEINFO_PHA.CSV」とする。 

 

  （２） 接続ファイルの構成 

    ア レセ電コード情報ファイルは、複数のレセプト情報を記録する。 

    イ レセ電コード情報ファイルは、改行コードにより複数レコードに分割して構成する。 

    ウ ファイル最終レコードの最終部分は、改行コードの後にファイルの終わりを示す１バイトの文字列（以下「Ｅ

ＯＦコード」という。）を記録する。 

 

  （３） レコード形式 

      レセ電コード情報ファイルは、以下のレコード形式で記録する。 

    ア レコード形式は可変長レコードとし、各レコードの末尾には改行コードを入れる。 

    イ レコード内の各項目間は、コンマで区切る。（数値項目の編集に、位取り用のコンマを使用しない。） 

    ウ 各項目は最大バイト数を規定し、項目形式が固定の項目については最大バイト数分のデータを記録し、可変の

項目については有効桁（文字）までの記録とする。 

      なお、有効桁（文字）以降に継続する“スペース”は記録しない。 

      モード（項目形式）ごとの文字種別及び詳細内容は次のとおりとする。 

モード 項目形式 文字種別 詳細内容 

数字 
可変 半角数字 

上位桁のゼロ及び小数点以下の下位桁のゼロを除いた数字（小

数点以下が全てゼロの場合は小数点も除く）を記録する。ただ

し、別表等に規定されているコードの１文字目等の“0”及び特に

定める場合の“0”については記録する。 
【記録例】 

（誤）「001」 →（正）「1」 

※別表等に規定されているコードが“01”である場合（正）「01」 

「2桁に満たない場合は、先頭から“0”を記録し、2桁で記録する。」と規定

されている場合（正）「01」 

（誤）「1.0」 →（正）「1」 

（誤）「1.10」→（正）「1.1」 

（誤）「0.00」→（正）「0」 

固定 半角数字 最大バイト数分の半角数字をセット 

英数 
可変 半角英数 

有効文字までをセット。ただし、別表等に規定されているコードの

１文字目等の“0”及び特に定める場合の“0”については記録する。 
【記録例】 

（誤）「01」 →（正）「1」 

※別表等に規定されているコードが“01”である場合（正）「01」 

「2桁に満たない場合は、先頭から“0”を記録し、2桁で記録する。」と規定

されている場合（正）「01」 

固定 半角英数 最大バイト数分の半角英数文字をセット 

漢字 
可変 全角文字 有効文字までをセット 

固定 全角文字 最大バイト数分の全角文字をセット 

 

    エ 各レコードの先頭には、データ識別、行番号及び枝番号に引き続き、レコードの識別情報を記録する。 

 

  （４） 内容を表現する文字の符号 

      内容を記録する文字の符号は、シフトＪＩＳコードによる。 

      なお、内容を記録する文字以外の制御符号は、次のとおりとする。 

符号名称 図形記号 １６進数 ﾊﾞｲﾄ数 用途 

コンマ , (2C) １  項目の区切りを表現する。 

改行コード  (0D)(0A) ２  レコードの区切りを表現する。 

ＥＯＦコード  (1A) １  ファイルの終わりを表現する。 

注 １６進数は、０から９及びＡからＦを括弧でくくって表現する。 

シフトＪＩＳコードはJISX0201-1976及びJISX0208-1983による。 
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  ２ 情報記録仕様 
  （１） レセ電コード情報ファイルの構造 

    ア レセ電コード情報ファイルは、「療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令」の別添１－

３「オンライン又は光ディスク等による請求に係る記録条件仕様（調剤用）」（以下、「調剤記録条件」とい

う。）及び「オンラインによる再審査等請求ファイルに係る記録条件仕様（調剤用）」（以下、「調剤再審査等

記録条件」という。）に規定するフォーマット仕様に則ったレセプト情報を記録する。 

イ 各レコードの先頭にデータ識別、行番号及び枝番号で構成する履歴管理情報を記録する。データ識別の種類は

次の表のとおりとする。 

データ識別の種類 コード 記録するデータの内容 

請求データ １ 保険薬局からの請求又は審査支払機関での資格確認による請求 

支払決定データ ２ 審査支払機関での補正等 

再審査等データ ３ 保険者等からの再審査等請求 

再審査等決定データ ４ 審査支払機関での再審査等結果 

資格確認前請求データ ５ 審査支払機関での資格確認前の保険薬局からの請求 

資格確認補正データ ６ 審査支払機関での資格確認による補正等 

再請求前の請求データ １１ 
再請求前の保険薬局からの請求又は再請求前の審査支払機関での資

格確認による請求 

再請求前の支払決定データ １２ 再請求前の審査支払機関での補正等 

再請求前の再審査等データ １３ 再請求前の保険者等からの再審査等請求 

再請求前の再審査等決定データ １４ 再請求前の審査支払機関での再審査等結果 

再請求前の資格確認前請求データ １５ 再請求前の審査支払機関での資格確認前の保険薬局からの請求 

再請求前の資格確認補正データ １６ 再請求前の審査支払機関での資格確認による補正等 

 

ウ １レセプト内のレコードの種類及び記録順は、次の表のとおりとする。 

（ア） 一次請求の場合 

ａ 電子資格確認を行った結果、レセプトの振替又は分割が行われなかった場合 

レコードの種類 ﾃﾞｰﾀ識別 ﾚｺｰﾄﾞ識別 備考 

請
求
決
定
デ
ー
タ 

管
理 

デ
ー
タ 

レセプト管理レコード ２ ＭＮ 
１件のレセプト情報に対して、先頭に１レ

コードのみ記録する。 

請
求
デ
ー
タ 

薬局情報レコード 

１ 

ＹＫ 

１ 審査支払機関で受け付けたレセプトの内

容を記録する。記録順、記録内容について

は「調剤記録条件」を参照のこと。 

２ 保険薬局側の記録誤り等により、不要な

情報が記録された場合等にあっては、不要

な情報が削除される場合もある。 

３ 薬局情報レコードの「薬局連絡先名称」

項目について、保険薬局側の記録内容と審

査支払機関が管理する名称が異なる場合

は、審査支払機関が管理する名称に置き換

える。 

レセプト共通レコード ＲＥ 

レ
セ
プ
ト
情
報 

保険者レコード ＨＯ 

公費レコード ＫＯ 

資格確認レコード ＳＮ 

受診日等レコード ＪＤ 

窓口負担額レコード ＭＦ 

処
方
情
報 

処方基本レコード ＳＨ 

調剤情報レコード ＣＺ 

医薬品レコード ＩＹ 

特定器材レコード ＴＯ 

コメントレコード ＣＯ 

摘要欄レコード ＴＫ 

基本料・薬学管理料レコード ＫＩ 

分割技術料レコード ＳＴ 

資
格
確
認
補
正
デ
ー
タ 

レセプト共通レコード 

    ～  

分割技術料レコード 

６ 
ＲＥ 

～  
ＳＴ 

１ 電子資格確認の結果、補正されたレセプ

トの補正後の内容を記録する。 

２ 請求データと差分の生じたレコード

を記録する。 

事由レコード※1 ６ ＪＹ 補正箇所を記録する。 

資格確認運用レコード※3 ６ ＯＮ 
電子資格確認による運用で付加する情報を

記録する。 
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レコードの種類 ﾃﾞｰﾀ識別 ﾚｺｰﾄﾞ識別 備考 

請
求
決
定
デ
ー
タ 

補
正
デ
ー
タ 

レセプト共通レコード 

    ～  

分割技術料レコード 

２ 
ＲＥ 

～  
ＳＴ 

１ 審査支払機関で補正されたレセプトの補

正後の内容を記録する。 

２ 請求データと差分の生じたレコー

ドを記録する。 

事由レコード※2 ２ ＪＹ 補正箇所と補正事由を記録する。 

資格確認運用レコード※3 ２ ＯＮ 
電子資格確認による運用で付加する情報を

記録する。 

審
査 

運
用 

デ
ー
タ 

審査運用レコード ２ ＥＸ 
審査支払機関による運用で付加する情報を

記録する。 
チ
ェ
ッ
ク 

デ
ー
タ 

レコード管理情報レコード ２ ＲＣ 
審査支払機関側が当該レセプトを識別する

情報を記録する。 

注１ 電子資格確認の結果、補正が複数のレコードに行われた場合、表中「※1」の事由レコードも複数レコ

ード記録する。 

２ 審査支払機関において、補正事由を伴う補正が複数のレコードに行われた場合、表中「※ 2」の事由

レコードも複数レコード記録する。 

３ 電子資格確認が複数の保険者等に行われた場合、表中「※3」の資格確認運用レコードも複数レコード記録す

る。 

 

  ｂ 電子資格確認を行った結果、レセプトの振替又は分割が行われた場合 

レコードの種類 ﾃﾞｰﾀ識別 ﾚｺｰﾄﾞ識別 備考 

請
求
決
定
デ
ー
タ 

管
理 

デ
ー
タ 

レセプト管理レコード ２ ＭＮ 
１件のレセプト情報に対して、先頭に１レ

コードのみ記録する。 

資
格
確
認
前
請
求
デ
ー
タ 

薬局情報レコード 

    ～  

分割技術料レコード 

５ 
ＹＫ 

～  
ＳＴ 

１ 電子資格確認の結果、振替又は分割とな

り再作成されたレセプトの保険薬局からの

請求時の内容を記録する。 

２ 薬局情報レコードの「薬局連絡先名称」

項目について、保険薬局側の記録内容と審

査支払機関が管理する名称が異なる場合

は、審査支払機関が管理する名称に置き換

える。 

資
格
確
認
補
正
デ
ー
タ 

レセプト共通レコード 

    ～  

分割技術料レコード 

６ 
ＲＥ 

～  
ＳＴ 

１ 電子資格確認の結果、補正されたレセプ

トの補正後の内容を記録する。 

２ 請求データと差分の生じたレコード

を記録する。 

事由レコード※1 ６ ＪＹ 補正箇所を記録する。 

資格確認運用レコード ６ ＯＮ 
電子資格確認による運用で付加する情報を

記録する。 

請
求
デ
ー
タ 

薬局情報レコード 

１ 

ＹＫ 

１ 審査支払機関で受け付けたレセプトの内

容を記録する。記録順、記録内容について

は「調剤記録条件」を参照のこと。 

２ 保険薬局側の記録誤り等により、不要な

情報が記録された場合等にあっては、不要

な情報が削除される場合もある。 

３ 薬局情報レコードの「薬局連絡先名称」

項目について、保険薬局側の記録内容と審

査支払機関が管理する名称が異なる場合

は、審査支払機関が管理する名称に置き換

える。 

４ 審査支払機関において電子資格確認を行

った結果、保険者等の振替又は分割となる

レセプトの場合は、振替又は分割後の内容

に置き換える。 

レセプト共通レコード ＲＥ 

レ
セ
プ
ト
情
報 

保険者レコード ＨＯ 

公費レコード ＫＯ 

資格確認レコード ＳＮ 

受診日等レコード ＪＤ 

窓口負担額レコード ＭＦ 

処
方
情
報 

処方基本レコード ＳＨ 

調剤情報レコード ＣＺ 

医薬品レコード ＩＹ 

特定器材レコード ＴＯ 

コメントレコード ＣＯ 

摘要欄レコード ＴＫ 

基本料・薬学管理料レコード ＫＩ 

分割技術料レコード ＳＴ 

補
正 

デ
ー
タ 

レセプト共通レコード 

    ～  

分割技術料レコード 

２ 
ＲＥ 

～  
ＳＴ 

１ 審査支払機関で補正されたレセプトの補

正後の内容を記録する。 

２ 請求データと差分の生じたレコード

を記録する。 
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レコードの種類 ﾃﾞｰﾀ識別 ﾚｺｰﾄﾞ識別 備考 

請
求
決
定
デ
ー
タ 

補
正 

デ
ー
タ 

事由レコード※2 ２ ＪＹ 補正箇所と補正事由を記録する。 

資格確認運用レコード ２ ＯＮ 
電子資格確認による運用で付加する情報を記

録する。 

審
査
運
用 

デ
ー
タ 

審査運用レコード ２ ＥＸ 
審査支払機関による運用で付加する情報を記

録する。 

チ
ェ
ッ
ク 

デ
ー
タ 

レコード管理情報レコード ２ ＲＣ 
審査支払機関側が当該レセプトを識別する情

報を記録する。 

注１ 電子資格確認の結果、補正が複数のレコードに行われた場合、表中「※1」の事由レコードも複数レコ

ード記録する。 

２ 審査支払機関において、補正事由を伴う補正が複数のレコードに行われた場合、表中「※2」の事由

レコードも複数レコード記録する。 

 

（イ） 保険者等からの再審査請求によりオンライン資格確認等システムで振替又は分割を行った場合 

レコードの種類 ﾃﾞｰﾀ識別 ﾚｺｰﾄﾞ識別 備考 

請
求
決
定
デ
ー
タ 

管
理 

デ
ー
タ 

レセプト管理レコード ２ ＭＮ 
１件のレセプト情報に対して、先頭に１レ

コードのみ記録する。 

資
格
確
認
前 

請
求
デ
ー
タ 

薬局情報レコード 

    ～  

分割技術料レコード 

１５ 
ＹＫ 

～  
ＳＴ 

前（ア）「一次請求の場合」の「資格確認

前請求データ」のデータ識別を“１５”（再

請求前の資格確認前請求データ）として記録

する。 
資
格
確
認
補
正
デ
ー
タ 

レセプト共通レコード 

    ～  

分割技術料レコード 

１６ 
ＲＥ 

～  
ＳＴ 

前（ア）「一次請求の場合」の「資格確認

補正データ」のデータ識別を“１６”（再請

求前の資格確認補正データ）として記録す

る。 
事由レコード※1 １６ ＪＹ 

資格確認運用レコード １６ ＯＮ 

請
求 

デ
ー
タ 

薬局情報レコード 

    ～  

分割技術料レコード 

１１ 
ＹＫ 

～  
ＳＴ 

前（ア）「一次請求の場合」の「請求デー

タ」のデータ識別を“１１”（再請求前の請

求データ）として記録する。 

補
正
デ
ー
タ 

レセプト共通レコード 

    ～  

分割技術料レコード 

１２ 
ＲＥ 

～  
ＳＴ 

前（ア）「一次請求の場合」の「支払決定

データ」のデータ識別を“１２”（再請求前

の支払決定データ）として記録する。 

事由レコード※2 １２ ＪＹ 

資格確認運用レコード １２ ＯＮ 

審
査
運
用 

デ
ー
タ 

審査運用レコード １２ ＥＸ 

チ
ェ
ッ
ク 

デ
ー
タ 

レコード管理情報レコード １２ ＲＣ 

再
審
査 

等
請
求 

デ
ー
タ 

再審査等申し出レコード １３ ＭＤ 保険者等からの再審査等申し出内容を記録

する。 理由対象レコード １３ ＲＴ 

レ
セ
プ
ト 

縦
覧 

デ
ー
タ 

レセプト縦覧レコード １３ ＪＲ 
保険者等からの再審査等申し出時に縦覧し

たレセプト情報を記録する。 

再
審
査
等
結
果
情
報 

再
審
査
等 

結
果
デ
ー
タ 

再審査等申し出結果レコード １４ ＭＫ 
審査支払機関での再審査等結果を記録す

る。 

再
審
査
等
補
正
デ
ー
タ 

レセプト共通レコード 

    ～  

分割技術料レコード 

１４ 
ＲＥ 

～  
ＳＴ 

１ 審査支払機関で再審査等の結果、補正さ

れたレセプトの補正後の内容を記録する。 

２ 請求データ又は補正データと差分の

生じたレコードを記録する。 

事由レコード※2 １４ ＪＹ 補正箇所と補正事由を記録する。 



 

- 5 - 

 

レコードの種類 ﾃﾞｰﾀ識別 ﾚｺｰﾄﾞ識別 備考 

再
審
査
等
結
果
情
報 

再
審
査 

等
補
正 

デ
ー
タ 

資格確認運用レコード １４ ＯＮ 
電子資格確認による運用で付加する情報を

記録する。 

審
査
運
用 

デ
ー
タ 

審査運用レコード １４ ＥＸ 
審査支払機関による運用で付加する情報を

記録する。 

返
戻
理
由 

デ
ー
タ 

返戻理由レコード １４ ＨＲ 
審査支払機関で再審査等の結果、返戻され

たレセプトの返戻理由を記録する。 

チ
ェ
ッ
ク 

デ
ー
タ 

レコード管理情報レコード １４ ＲＣ 
審査支払機関側が当該レセプトを識別する

情報を記録する。 

請
求
決
定
デ
ー
タ
（
再
請
求
分
） 

資
格
確
認
請
求
デ
ー
タ 

薬局情報レコード 

    ～  

分割技術料レコード 

５ 
ＹＫ 

～  
ＳＴ 

１ 電子資格確認の結果、振替又は分割とな

り再作成されたレセプトの保険薬局からの

請求時の内容を記録する。 

２ 薬局情報レコードの「薬局連絡先名称」

項目について、保険薬局側の記録内容と審

査支払機関が管理する名称が異なる場合

は、審査支払機関が管理する名称に置き換

える。 

資
格
確
認
補
正
デ
ー
タ 

レセプト共通レコード 

    ～  

分割技術料レコード 

６ 
ＲＥ 

～  
ＳＴ 

１ 再請求時の電子資格確認の結果、補正さ

れたレセプトの補正後の内容を記録する。 

２ 再請求された請求データと差分の生じ

たレコードを記録する。 

事由レコード※1 ６ ＪＹ 補正箇所を記録する。 

資格確認運用レコード ６ ＯＮ 
電子資格確認による運用で付加する情報を

記録する。 

請
求
デ
ー
タ 

薬局情報レコード 

    ～  

分割技術料レコード 

１ 
ＹＫ 

～  
ＳＴ 

１ 審査支払機関で受け付けたレセプトの再

請求時の内容を記録する。記録順、記録内

容については「調剤記録条件」を参照のこ

と。 

２ 保険薬局側の記録誤り等により、不要な

情報が記録された場合等にあっては、不要

な情報が削除される場合もある。 

３ 薬局情報レコードの「薬局連絡先名称」

項目について、保険薬局側の記録内容と審

査支払機関が管理する名称が異なる場合

は、審査支払機関が管理する名称に置き換

える。 

４ 審査支払機関において電子資格確認を行

った結果、保険者等の振替又は分割となる

レセプトの場合は、振替又は分割後の内容

に置き換える。 

補
正
デ
ー
タ 

レセプト共通レコード 

    ～  

分割技術料レコード 

２ 
ＲＥ 

～  
ＳＴ 

１ 再請求後に審査支払機関で補正されたレ

セプトの補正後の内容を記録する。 

２ 再請求された請求データと差分の生じ

たレコードを記録する。 

事由レコード※2 ２ ＪＹ 補正箇所と補正事由を記録する。 

資格確認運用レコード ２ ＯＮ 
電子資格確認による運用で付加する情報を

記録する。 

審
査
運
用 

デ
ー
タ 

審査運用レコード ２ ＥＸ 
審査支払機関による運用で付加する情報を

記録する。 

チ
ェ
ッ
ク 

デ
ー
タ 

レコード管理情報レコード ２ ＲＣ 
審査支払機関側が当該レセプトを識別する

情報を記録する。 

注１ 電子資格確認の結果、補正が複数のレコードに行われた場合、表中「※1」の事由レコードも複数レ

コード記録する。 

２ 審査支払機関において、補正事由を伴う補正が複数のレコードに行われた場合、表中「※2」の事由

レコードも複数レコード記録する。 
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（ウ） 再請求の場合 

ａ 電子資格確認を行った結果、レセプトの振替又は分割が行われなかった場合 

レコードの種類 ﾃﾞｰﾀ識別 ﾚｺｰﾄﾞ識別 備考 

請
求
決
定
デ
ー
タ 

管
理 

デ
ー
タ 

レセプト管理レコード ２ ＭＮ 
１件のレセプト情報に対して、先頭に１レ

コードのみ記録する。 

資
格
確
認
前 

請
求
デ
ー
タ 

薬局情報レコード 

    ～  

分割技術料レコード 

１５ 
ＹＫ 

～  
ＳＴ 

前（ア）「一次請求の場合」の「資格確認

前請求データ」のデータ識別を“１５”（再

請求前の資格確認前請求データ）として記録

する。 

資
格
確
認
補
正
デ
ー
タ 

レセプト共通レコード 

    ～  

分割技術料レコード 

１６ 
ＲＥ 

～  
ＳＴ 

前（ア）「一次請求の場合」の「資格確認

補正データ」のデータ識別を“１６”（再請

求前の資格確認補正データ）として記録す

る。 事由レコード※1 １６ ＪＹ 

資格確認運用レコード※3 １６ ＯＮ 

請
求 

デ
ー
タ 

薬局情報レコード 

    ～  

分割技術料レコード 

１１ 
ＹＫ 

～  
ＳＴ 

前（ア）「一次請求の場合」の「請求デー

タ」のデータ識別を“１１”（再請求前の請

求データ）として記録する。 

補
正
デ
ー
タ 

レセプト共通レコード 

    ～  

分割技術料レコード 

１２ 
ＲＥ 

～  
ＳＴ 

前（ア）「一次請求の場合」の「支払決定

データ」のデータ識別を“１２”（再請求前

の支払決定データ）として記録する。 

事由レコード※2 １２ ＪＹ 

資格確認運用レコード※3 １２ ＯＮ 
審
査
運
用 

デ
ー
タ 

審査運用レコード １２ ＥＸ 

チ
ェ
ッ
ク 

デ
ー
タ 

レコード管理情報レコード １２ ＲＣ 

再
審
査 

等
請
求 

デ
ー
タ 

再審査等申し出レコード １３ ＭＤ 保険者等からの再審査等申し出内容を記録

する。 理由対象レコード １３ ＲＴ 

レ
セ
プ
ト 

縦
覧 

デ
ー
タ 

レセプト縦覧レコード １３ ＪＲ 
保険者等からの再審査等申し出時に縦覧し

たレセプト情報を記録する。 

再
審
査
等
結
果
情
報 

再
審
査
等 

結
果
デ
ー
タ 

再審査等申し出結果レコード １４ ＭＫ 
審査支払機関での再審査等結果を記録す

る。 

再
審
査
等
補
正
デ
ー
タ 

レセプト共通レコード 

    ～  

分割技術料レコード 

１４ 
ＲＥ 

～  
ＳＴ 

１ 審査支払機関で再審査等の結果、補正さ

れたレセプトの補正後の内容を記録する。 

２ 請求データ又は補正データと差分の

生じたレコードを記録する。 

事由レコード※2 １４ ＪＹ 補正箇所と補正事由を記録する。 

資格確認運用レコード １４ ＯＮ 
電子資格確認による運用で付加する情報を

記録する。 
審
査
運
用 

デ
ー
タ 

審査運用レコード １４ ＥＸ 
審査支払機関による運用で付加する情報を

記録する。 

返
戻
理
由 

デ
ー
タ 

返戻理由レコード １４ ＨＲ 
審査支払機関で再審査等の結果、返戻され

たレセプトの返戻理由を記録する。 

チ
ェ
ッ
ク 

デ
ー
タ 

レコード管理情報レコード １４ ＲＣ 
審査支払機関側が当該レセプトを識別する

情報を記録する。 
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レコードの種類 ﾃﾞｰﾀ識別 ﾚｺｰﾄﾞ識別 備考 

請
求
決
定
デ
ー
タ
（
再
請
求
分
） 

請
求
デ
ー
タ 

薬局レコード 

    ～  

分割技術料レコード 

１ 
ＹＫ 

～  
ＳＴ 

１ 審査支払機関で受け付けたレセプトの再

請求時の内容を記録する。記録順、記録内

容については「調剤記録条件」を参照のこ

と。 

２ 保険薬局側の記録誤り等により、不要な

情報が記録された場合等にあっては、不要

な情報が削除される場合もある。 

３ 薬局情報レコードの「薬局連絡先名称」

項目について、保険薬局側の記録内容と審

査支払機関が管理する名称が異なる場合

は、審査支払機関が管理する名称に置き換

える。 

４ 審査支払機関において電子資格確認を行

った結果、保険者等の振替又は分割となる

レセプトの場合は、振替又は分割後の内容

に置き換える。 

資
格
確
認
補
正
デ
ー
タ 

レセプト共通レコード 

    ～  

分割技術料レコード 

６ 
ＲＥ 

～  
ＳＴ 

１ 再請求時の電子資格確認の結果、補正さ

れたレセプトの補正後の内容を記録する。 

２ 再請求された請求データと差分の生

じたレコードを記録する。 

事由レコード※1 ６ ＪＹ 補正箇所を記録する。 

資格確認運用レコード※3 ６ ＯＮ 
再請求時の電子資格確認による運用で付加

する情報を記録する。 

補
正
デ
ー
タ 

レセプト共通レコード 

    ～  

分割技術料レコード 

２ 
ＲＥ 

～  
ＳＴ 

１ 再請求後に審査支払機関で補正されたレ

セプトの補正後の内容を記録する。 

２ 再請求された請求データと差分の生じ

たレコードを記録する。 

事由レコード※2 ２ ＪＹ 補正箇所と補正事由を記録する。 

資格確認運用レコード※3 ２ ＯＮ 
電子資格確認による運用で付加する情報を

記録する。 
審
査
運
用 

デ
ー
タ 

審査運用レコード ２ ＥＸ 
審査支払機関による運用で付加する情報を

記録する。 

チ
ェ
ッ
ク 

デ
ー
タ 

レコード管理情報レコード ２ ＲＣ 
審査支払機関側が当該レセプトを識別する

情報を記録する。 

注１ 電子資格確認の結果、補正が複数のレコードに行われた場合、表中「※1」の事由レコードも複数レコ

ード記録する。 

２ 審査支払機関において、補正事由を伴う補正が複数のレコードに行われた場合、表中「※ 2」の事由

レコードも複数レコード記録する。 

３ 電子資格確認が複数の保険者等に行われた場合、表中「※3」の資格確認運用レコードも複数レコード記録す

る。 

 

ｂ 電子資格確認を行った結果、レセプトの振替又は分割が行われた場合 

レコードの種類 ﾃﾞｰﾀ識別 ﾚｺｰﾄﾞ識別 備考 

請
求
決
定
デ
ー
タ 

管
理 

デ
ー
タ 

レセプト管理レコード ２ ＭＮ 
１件のレセプト情報に対して、先頭に１レ

コードのみ記録する。 

資
格
確
認
前 

請
求
デ
ー
タ 

薬局情報レコード 

    ～  

分割技術料レコード 

１５ 
ＹＫ 

～  
ＳＴ 

前（ア）「一次請求の場合」の「資格確認

前請求データ」のデータ識別を“１５”（再

請求前の資格確認前請求データ）として記録

する。 

資
格
確
認
補
正
デ
ー
タ 

レセプト共通レコード 

    ～  

分割技術料レコード 

１６ 
ＲＥ 

～  
ＳＴ 

前（ア）「一次請求の場合」の「資格確認

補正データ」のデータ識別を“１６”（再請

求前の資格確認補正データ）として記録す

る。 事由レコード※1 １６ ＪＹ 

資格確認運用レコード １６ ＯＮ 

請
求
デ
ー
タ 

薬局情報レコード 

    ～  

分割技術料レコード 

１１ 
ＹＫ 

～  
ＳＴ 

前（ア）「一次請求の場合」の「請求デー

タ」のデータ識別を“１１”（再請求前の請

求データ）として記録する。 
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レコードの種類 ﾃﾞｰﾀ識別 ﾚｺｰﾄﾞ識別 備考 

請
求
決
定
デ
ー
タ 

補
正
デ
ー
タ 

レセプト共通レコード 

    ～  

分割技術料レコード 

１２ 
ＲＥ 

～  
ＳＴ 

前（ア）「一次請求の場合」の「支払決定

データ」のデータ識別を“１２”（再請求前

の支払決定データ）として記録する。 

事由レコード※2 １２ ＪＹ 

資格確認運用レコード １２ ＯＮ 
審
査
運
用 

デ
ー
タ 

審査運用レコード １２ ＥＸ 

チ
ェ
ッ
ク 

デ
ー
タ 

レコード管理情報レコード １２ ＲＣ 

再
審
査 

等
請
求 

デ
ー
タ 

再審査等申し出レコード １３ ＭＤ 保険者等からの再審査等申し出内容を記録

する。 理由対象レコード １３ ＲＴ 

レ
セ
プ
ト 

縦
覧 

デ
ー
タ 

レセプト縦覧レコード １３ ＪＲ 
保険者等からの再審査等申し出時に縦覧し

たレセプト情報を記録する。 

再
審
査
等
結
果
情
報 

再
審
査
等 

結
果
デ
ー
タ 

再審査等申し出結果レコード １４ ＭＫ 
審査支払機関での再審査等結果を記録す

る。 

再
審
査
等
補
正
デ
ー
タ 

レセプト共通レコード 

    ～  

分割技術料レコード 

１４ 
ＲＥ 

～  
ＳＴ 

１ 審査支払機関で再審査等の結果、補正さ

れたレセプトの補正後の内容を記録する。 

２ 請求データ又は補正データと差分の

生じたレコードを記録する。 

事由レコード※2 １４ ＪＹ 補正箇所と補正事由を記録する。 

資格確認運用レコード １４ ＯＮ 
電子資格確認による運用で付加する情報を

記録する。 
審
査
運
用 

デ
ー
タ 

審査運用レコード １４ ＥＸ 
審査支払機関による運用で付加する情報を

記録する。 

返
戻
理
由 

デ
ー
タ 

返戻理由レコード １４ ＨＲ 
審査支払機関で再審査等の結果、返戻され

たレセプトの返戻理由を記録する。 

チ
ェ
ッ
ク 

デ
ー
タ 

レコード管理情報レコード １４ ＲＣ 
審査支払機関側が当該レセプトを識別する

情報を記録する。 

請
求
決
定
デ
ー
タ
（
再
請
求
分
） 

資
格
確
認
前
請
求
デ
ー
タ 

薬局情報レコード 

    ～  

分割技術料レコード 

５ 
ＹＫ 

～  
ＳＴ 

１ 再請求時の電子資格確認の結果、振替又

は分割となり再作成されたレセプトの保険

薬局からの請求時の内容を記録する。 

２ 薬局情報レコードの「薬局連絡先名称」

項目について、保険薬局側の記録内容と審

査支払機関が管理する名称が異なる場合

は、審査支払機関が管理する名称に置き換

える。 

資
格
確
認
補
正
デ
ー
タ 

レセプト共通レコード 

    ～  

分割技術料レコード 

６ 
ＲＥ 

～  
ＳＴ 

１ 再請求時の電子資格確認の結果、補正さ

れたレセプトの補正後の内容を記録する。 

２ 再請求された請求データと差分の生じ

たレコードを記録する。 

事由レコード※1 ６ ＪＹ 補正箇所を記録する。 

資格確認運用レコード ６ ＯＮ 
電子資格確認による運用で付加する情報を

記録する。 
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レコードの種類 ﾃﾞｰﾀ識別 ﾚｺｰﾄﾞ識別 備考 

請
求
決
定
デ
ー
タ
（
再
請
求
分
） 

請
求
デ
ー
タ 

薬局情報レコード 

    ～  

分割技術料レコード 

１ 
ＹＫ 

～  
ＳＴ 

１ 審査支払機関で受け付けたレセプトの再

請求時の内容を記録する。記録順、記録内

容については「調剤記録条件」を参照のこ

と。 

２ 保険薬局側の記録誤り等により、不要な

情報が記録された場合等にあっては、不要

な情報が削除される場合もある。 

３ 薬局情報レコードの「薬局連絡先名称」

項目について、保険薬局側の記録内容と審

査支払機関が管理する名称が異なる場合

は、審査支払機関が管理する名称に置き換

える。 

４ 審査支払機関において電子資格確認を行

った結果、保険者等の振替又は分割となる

レセプトの場合は、振替又は分割後の内容

に置き換える。 

補
正
デ
ー
タ 

レセプト共通レコード 

    ～  

分割技術料レコード 

２ 
ＲＥ 

～  
ＳＴ 

１ 再請求後に審査支払機関で補正されたレ

セプトの補正後の内容を記録する。 

２ 再請求された請求データと差分の生じ

たレコードを記録する。 

事由レコード※2 ２ ＪＹ 補正箇所と補正事由を記録する。 

資格確認運用レコード ２ ＯＮ 
電子資格確認による運用で付加する情報を

記録する。 

審
査
運
用 

デ
ー
タ 

審査運用レコード ２ ＥＸ 
審査支払機関による運用で付加する情報を

記録する。 

チ
ェ
ッ
ク 

デ
ー
タ 

レコード管理情報レコード ２ ＲＣ 
審査支払機関側が当該レセプトを識別する

情報を記録する。 

注１ 電子資格確認の結果、補正が複数のレコードに行われた場合、表中「※1」の事由レコードも複数レコ

ード記録する。 

２ 審査支払機関において、補正事由を伴う補正が複数のレコードに行われた場合、表中「※2」の事由

レコードも複数レコード記録する。 

 

エ レコード管理情報レコードは、１件のレセプト情報に対して、必ず末尾に記録され、再審査等請求により審査

支払機関との行き来が複数回あった場合は、その都度、末尾に記録する。 

オ 再審査等請求により審査支払機関との行き来が複数回あった場合に、追加される新たなレセプト情報について

は、従前に記録されている情報の直下に記録し、付加されていた行番号及び枝番号については変更されない。 

カ 再請求されたレセプトの再請求前のレセプト情報については、レセプト管理レコードを除き、データ識別を変

更し記録する。 

キ 電子資格確認の結果、レセプトの振替・分割が行われた場合は、レセプトをオンライン資格確認等システムに

おいて再作成する。 

なお、異なる審査支払機関へレセプトの振替・分割が行われた場合は、薬局情報レコードをオンライン資格確

認等システムにおいて再作成し、「審査支払機関」には、振替・分割後の審査支払機関のコードを設定する。 
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（２） レセ電コード情報ファイル構成イメージ 

ア 一次請求の場合 

(ア) 電子資格確認を行った結果、レセプトの振替又は分割が行われなかった場合 

レセ電コード情報ファイル 

 

レセプト ・・・ レセプト ・・・ レセプト 

 

  請求決定データ   

 

管理 

データ 

請求 

データ 

資格確認補正 

データ※ 

補正 

データ 

審査運用 

データ 

チェック 

データ 
   

 

レセプト管理 

レコード 

(MN) 

 

審査運用 

レコード 

(EX) 

 

レコード管理情報 

レコード 

(RC) 

 

請
求 

デ
ー
タ 

薬局 

情報 

ﾚｺｰﾄﾞ 

(YK) 

レセプト 

共通 

ﾚｺｰﾄﾞ 

(RE) 

レセプト情報 処方情報 

保険者 

ﾚｺｰﾄﾞ 

(HO) 

公費 

ﾚｺｰﾄﾞ 

(KO) 

資格確認 

ﾚｺｰﾄﾞ 

(SN) 
※1 

※2 

受診日等 

ﾚｺｰﾄﾞ 

(JD)  
※1 

窓口負担額 

ﾚｺｰﾄﾞ 

(MF)  
※1 

処方基本 

ﾚｺｰﾄﾞ 

(SH) 

調剤情報 

ﾚｺｰﾄﾞ 

(CZ) 

医薬品 

ﾚｺｰﾄﾞ 

(IY) 

特定器材 

ﾚｺｰﾄﾞ 

(TO) 

コメント 

ﾚｺｰﾄﾞ 

(CO) 

 

 

摘要欄 

ﾚｺｰﾄﾞ 

(TK) 

基本料・ 

薬学管理料 

ﾚｺｰﾄﾞ 

（KI） 

分割技術料 

ﾚｺｰﾄﾞ 

（ST） 

 

資
格
確
認
補

正
デ
ー
タ 

レセプト 

共通 

ﾚｺｰﾄﾞ 

(RE) 

レセプト情報 処方情報 

保険者 

ﾚｺｰﾄﾞ 

(HO) 

公費 

ﾚｺｰﾄﾞ 

(KO) 

資格確認 

ﾚｺｰﾄﾞ 

(SN) 

受診日等 

ﾚｺｰﾄﾞ 

(JD)  

窓口負担額 

ﾚｺｰﾄﾞ 

(MF)  

処方基本 

ﾚｺｰﾄﾞ 

(SH) 

調剤情報 

ﾚｺｰﾄﾞ 

(CZ) 

医薬品 

ﾚｺｰﾄﾞ 

(IY) 

特定器材 

ﾚｺｰﾄﾞ 

(TO) 

コメント 

ﾚｺｰﾄﾞ 

(CO) 

 

 

摘要欄 

ﾚｺｰﾄﾞ 

(TK) 

基本料・ 

薬学管理料 

ﾚｺｰﾄﾞ 

（KI） 

分割技術料 

ﾚｺｰﾄﾞ 

（ST） 

事由 

ﾚｺｰﾄﾞ 

（JY） 

資格確認運用 

ﾚｺｰﾄﾞ 

(ON) 

 

 

補
正 

デ
ー
タ 

レセプト 

共通 

ﾚｺｰﾄﾞ 

(RE) 

レセプト情報 処方情報 

保険者 

ﾚｺｰﾄﾞ 

(HO) 

公費 

ﾚｺｰﾄﾞ 

(KO) 

資格確認 

ﾚｺｰﾄﾞ 

(SN) 
※1 

※2 

受診日等 

ﾚｺｰﾄﾞ 

(JD)  
※1 

窓口負担額 

ﾚｺｰﾄﾞ 

(MF)  
※1 

処方基本 

ﾚｺｰﾄﾞ 

(SH) 

調剤情報 

ﾚｺｰﾄﾞ 

(CZ) 

医薬品 

ﾚｺｰﾄﾞ 

(IY) 

特定器材 

ﾚｺｰﾄﾞ 

(TO) 

コメント 

ﾚｺｰﾄﾞ 

(CO) 

 

 

摘要欄 

ﾚｺｰﾄﾞ 

(TK) 

基本料・ 

薬学管理料 

ﾚｺｰﾄﾞ 

（KI） 

分割技術料 

ﾚｺｰﾄﾞ 

（ST） 

事由 

ﾚｺｰﾄﾞ 

（JY） 

資格確認 

運用 

ﾚｺｰﾄﾞ 

(ON) 

 

 

 

※１ 令和3年8月調剤以前分の場合は記録しない。 

※２ 令和6年2月調剤以前分の場合で、負担者種別コードが「2」～「5」の場合は記録しない。 
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(イ) 電子資格確認を行った結果、レセプトの振替又は分割が行われた場合 

レセ電コード情報ファイル 

 

レセプト ・・・ レセプト ・・・ レセプト 

 

  請求決定データ   

 

管理 

データ 

資格確認前請求 

データ※ 

資格確認補正 

データ※ 

請求 

データ 

補正 

データ 

審査運用 

データ 

チェック 

データ 
   

 

レセプト管理 

レコード 

(MN) 

 

審査運用 

レコード 

(EX) 

 

レコード管理情報 

レコード 

(RC) 

 

資
格
確
認
前

請
求
デ
ー
タ 

薬局 

情報 

ﾚｺｰﾄﾞ 

(YK) 

レセプト 

共通ﾚｺｰﾄﾞ 

(RE) 

レセプト情報 処方情報 

保険者 

ﾚｺｰﾄﾞ 

(HO) 

公費 

ﾚｺｰﾄﾞ 

(KO) 

資格確認 

ﾚｺｰﾄﾞ 

(SN) 

受診日等 

ﾚｺｰﾄﾞ 

(JD)  

窓口負担額 

ﾚｺｰﾄﾞ 

(MF)  

処方基本 

ﾚｺｰﾄﾞ 

(SH) 

調剤情報 

ﾚｺｰﾄﾞ 

(CZ) 

医薬品 

ﾚｺｰﾄﾞ 

(IY) 

特定器材 

ﾚｺｰﾄﾞ 

(TO) 

コメント 

ﾚｺｰﾄﾞ 

(CO) 

 

 

摘要欄 

ﾚｺｰﾄﾞ 

(TK) 

基本料・ 

薬学管理料 

ﾚｺｰﾄﾞ 

（KI） 

分割技術料 

ﾚｺｰﾄﾞ 

（ST） 

 

 

資
格
確
認
補

正
デ
ー
タ 

レセプト 

共通 

ﾚｺｰﾄﾞ 

(RE) 

レセプト情報 処方情報 

保険者 

ﾚｺｰﾄﾞ 

(HO) 

公費 

ﾚｺｰﾄﾞ 

(KO) 

資格確認 

ﾚｺｰﾄﾞ 

(SN) 

受診日等 

ﾚｺｰﾄﾞ 

(JD)  

窓口負担額 

ﾚｺｰﾄﾞ 

(MF)  

処方基本 

ﾚｺｰﾄﾞ 

(SH) 

調剤情報 

ﾚｺｰﾄﾞ 

(CZ) 

医薬品 

ﾚｺｰﾄﾞ 

(IY) 

特定器材 

ﾚｺｰﾄﾞ 

(TO) 

コメント 

ﾚｺｰﾄﾞ 

(CO) 

 

 

摘要欄 

ﾚｺｰﾄﾞ 

(TK) 

基本料・ 

薬学管理料 

ﾚｺｰﾄﾞ 

（KI） 

分割技術料 

ﾚｺｰﾄﾞ 

（ST） 

事由 

ﾚｺｰﾄﾞ 

（JY） 

資格確認運用 

ﾚｺｰﾄﾞ 

(ON) 

 

 

請
求 

デ
ー
タ 

薬局 

情報 

ﾚｺｰﾄﾞ 

(YK) 

レセプト 

共通 

ﾚｺｰﾄﾞ 

(RE) 

レセプト情報 処方情報 

保険者 

ﾚｺｰﾄﾞ 

(HO) 

公費 

ﾚｺｰﾄﾞ 

(KO) 

資格確認 

ﾚｺｰﾄﾞ 

(SN) 
※ 

受診日等 

ﾚｺｰﾄﾞ 

(JD)  
※ 

窓口負担額 

ﾚｺｰﾄﾞ 

(MF)  
※ 

処方基本 

ﾚｺｰﾄﾞ 

(SH) 

調剤情報 

ﾚｺｰﾄﾞ 

(CZ) 

医薬品 

ﾚｺｰﾄﾞ 

(IY) 

特定器材 

ﾚｺｰﾄﾞ 

(TO) 

コメント 

ﾚｺｰﾄﾞ 

(CO) 

 
 

摘要欄 

ﾚｺｰﾄﾞ 

(TK) 

基本料・ 

薬学管理料 

ﾚｺｰﾄﾞ 

（KI） 

分割技術料 

ﾚｺｰﾄﾞ 

（ST） 

 

補
正 

デ
ー
タ 

レセプト 

共通 

ﾚｺｰﾄﾞ 

(RE) 

レセプト情報 処方情報 

保険者 

ﾚｺｰﾄﾞ 

(HO) 

公費 

ﾚｺｰﾄﾞ 

(KO) 

資格確認 

ﾚｺｰﾄﾞ 

(SN) 
※ 

受診日等 

ﾚｺｰﾄﾞ 

(JD)  
※ 

窓口負担額 

ﾚｺｰﾄﾞ 

(MF)  
※ 

処方基本 

ﾚｺｰﾄﾞ 

(SH) 

調剤情報 

ﾚｺｰﾄﾞ 

(CZ) 

医薬品 

ﾚｺｰﾄﾞ 

(IY) 

特定器材 

ﾚｺｰﾄﾞ 

(TO) 

コメント 

ﾚｺｰﾄﾞ 

(CO) 

 

 

摘要欄 

ﾚｺｰﾄﾞ 

(TK) 

基本料・ 

薬学管理料 

ﾚｺｰﾄﾞ 

（KI） 

分割技術料 

ﾚｺｰﾄﾞ 

（ST） 

事由 

ﾚｺｰﾄﾞ 

（JY） 

資格確認 

運用 

ﾚｺｰﾄﾞ 

(ON) 

 

 

 

※ 令和3年8月調剤以前分の場合は記録しない。 
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イ 再請求の場合 

    （ア） 再審査等請求で返戻の後、再請求された場合 

レセ電コード情報ファイル 

 

レセプト ・・・ レセプト ・・・ レセプト 

 

 

 
請求決定 

データ 
（※1） 

再審査等 

請求データ 
（※1,※2,※3） 

レセプト 

縦覧データ 
（※1,※2,※3） 

再審査等結果 

情報（返戻） 
（※1,※2,※3） 

請求決定データ 

（再請求分） 
（※2,※3） 

 

 

  
再審査等 

結果データ 

返戻理由 

データ 

チェック 

データ 
 

請求 

データ 

補正 

データ 

審査運用 

データ 

チェック 

データ 

 

 

 

再審査等申し出結果 

レコード 

(MK) 

 

返戻理由 

レコード 

(HR) 

 

レコード管理情報 

レコード 

(RC) 

 

審査運用 

レコード 

(EX) 

 

レコード管理情報 

レコード 

(RC) 

 

再
審
査
等 

請
求
デ
ー
タ 

再審査等申し出 

レコード 

(MD) 

理由対象 

レコード 

(RT) 

 

レ
セ
プ
ト 

縦
覧
デ
ー
タ 

レセプト縦覧 

レコード 

(JR) 

     

注 前アと同一箇所は省略。 

※１ レセプト管理レコードを除き、再請求前のデータとしてのデータ識別を記録する。 

※２ 再審査等請求の返戻及び再請求の回数に応じて、複数回記録されることがある。 

※３ 前※２により、複数回記録された場合は、最新の請求決定データ（再請求分）に請求決定データとしてのデータ識別

を記録し、他の請求決定データ（再請求分）に再請求前のデータとしてのデータ識別を記録する。 
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（イ） 再審査等請求で結果返付され再度、再審査等請求で返戻の後、再請求された場合 

レセ電コード情報ファイル 

 

レセプト ・・・ レセプト ・・・ レセプト 

 

 

請求決定 

データ 
（※1） 

再審査等 

請求データ 
（※1,※2, 

※3） 

レセプト 

縦覧データ 
（※1,※2, 

※3） 

再審査等結果 

情報 

（査定等） 
（※1,※2,※3） 

再審査等 

請求データ 
（※1,※2, 

※3） 

レセプト 

縦覧データ 
（※1,※2, 

※3） 

再審査等結果 

情報（返戻） 
（※1,※2,※3） 

請求決定データ 

（再請求分） 
（※2,※3） 

 

 

  
再審査等 

結果データ 

再審査等 

補正 

データ 

審査運用 

データ 

チェック 

データ 
    

 

 

    

審査運用 

レコード 

(EX) 

 

レコード管理情報 

レコード 

(RC) 

 

注 前ア及びイの（ア）と同一箇所は省略。 

※１ レセプト管理レコードを除き、再請求前のデータとしてのデータ識別を記録する。 

※２ 再審査等請求での結果返付並びに再審査等請求の返戻及び再請求の回数に応じて、複数回記録されることがある。 

※３ 前※２により、複数回記録された場合は、最新の請求決定データ（再請求分）に請求決定データとしてのデータ識別

を記録し、他の請求決定データ（再請求分）に再請求前のデータとしてのデータ識別を記録する。 
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３ 各種レコードの記録要領に関する事項 

  モードは入力する文字の種別、最大バイトは項目の最大バイト数、項目形式は項目長が固定長か可変長かを示す。 

    

  （１） 請求決定データ 

    ア 管理データ 

      レセプト管理レコード 

項目 ﾓｰﾄﾞ 
最大 
ﾊﾞｲﾄ 

項目 
形式 

記録内容 備考 

データ識別 数字 ２ 可変 “２”（支払決定データ）を記録する。 

 

行番号 数字 ５ 可変 レセプト内通し番号を記録する。 

枝番号 数字 ３ 可変 レセプト内通し番号の枝番号を記録する。 

レコード識別情報 英数 ２ 固定 “MN”を記録する。 

レセプト管理番号 数字 １６ 可変 
数字“XXXXXXXXXXXXXXXX”の形式で記録する。 
（９～１６桁で構成する。） 

保険薬局の所在地 漢字 ８０ 可変  保険薬局の所在地を記録する。 

予備 数字 ３０ 可変 検索番号を記録する。 

予備 数字 １ 可変 公費併用分は１～５を記録する。 

予備 数字 １ 可変 記録は省略する。 

予備 
英数 
又は
漢字 

100 可変 記録は省略する。 

 

イ 請求データ 

    （ア） 保険薬局からの請求又は審査支払機関での資格確認による請求 

保険薬局からの請求内容を記録する。 

再審査請求で返戻の後、再請求された場合は、再請求時の内容を記録する。 

審査支払機関において電子資格確認を行った結果、保険者等の振替又は分割となるレセプトの場合は、

振替又は分割後の内容に置き換える。 

ａ 薬局情報レコード 

項目 ﾓｰﾄﾞ 
最大 
ﾊﾞｲﾄ 

項目 
形式 

記録内容 備考 

データ識別 数字 ２ 可変 “１”（請求データ）を記録する。 

 

行番号 数字 ５ 可変 レセプト内通し番号を記録する。 

枝番号 数字 ３ 可変 レセプト内通し番号の枝番号を記録する。 

薬局情報レコード 
「調剤記録条件」に規定する保険薬局が記録した 

「薬局情報レコード」を記録する。 

注１ 「審査支払機関」には電子資格確認後の審査支払機関コードを記録する。 

２ 「薬局連絡先名称」には審査支払機関が管理している名称を記録する。 

 

ｂ レセプト共通レコード 

項目 ﾓｰﾄﾞ 
最大 
ﾊﾞｲﾄ 

項目 
形式 

記録内容 備考 

データ識別 数字 ２ 可変 “１”（請求データ）を記録する。 

 

行番号 数字 ５ 可変 レセプト内通し番号を記録する。 

枝番号 数字 ３ 可変 レセプト内通し番号の枝番号を記録する。 

レセプト共通レコード 
「調剤記録条件」に規定する保険薬局が記録した「レ

セプト共通レコード」を記録する。 

注 レセプトの振替又は分割が行われた場合は、「レセプト番号」及び「レセプト種別」には電子資格確認後の内容を

記録する。 
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ｃ レセプト情報 

(ａ) 保険者レコード 

項目 ﾓｰﾄﾞ 
最大 
ﾊﾞｲﾄ 

項目 
形式 

記録内容 備考 

データ識別 数字 ２ 可変 “１”（請求データ）を記録する。 

 

行番号 数字 ５ 可変 レセプト内通し番号を記録する。 

枝番号 数字 ３ 可変 レセプト内通し番号の枝番号を記録する。 

保険者レコード 
「調剤記録条件」に規定する保険薬局が記録した「保

険者レコード」を記録する。 

注１ 「保険者番号」、「被保険者証（手帳）等の記号」、「被保険者証（手帳）等の番号」、「処方箋受付回数」及

び「合計点数」には電子資格確認後の内容を記録する。 

２ 変更後保険者の保険者レコードには、保険薬局が記録した「証明書番号」を記録しない。 

 

(ｂ) 公費レコード 

注 「処方箋受付回数」及び「合計点数」には電子資格確認後の内容を記録する。 

 

 (ｃ) 資格確認レコード 

項目 ﾓｰﾄﾞ 
最大 
ﾊﾞｲﾄ 

項目 
形式 

記録内容 備考 

データ識別 数字 ２ 可変 “１”（請求データ）を記録する。 

 

行番号 数字 ５ 可変 レセプト内通し番号を記録する。 

枝番号 数字 ３ 可変 レセプト内通し番号の枝番号を記録する。 

資格確認レコード 
「調剤記録条件」に規定する保険薬局が記録した「資

格確認レコード」を記録する。 

注 レセプトの振替又は分割が行われた場合は、「確認区分」及び「枝番」には電子資格確認後の内容を記録する。 

 

(ｄ ) 受診日等レコード 

項目 ﾓｰﾄﾞ 
最大 
ﾊﾞｲﾄ 

項目 
形式 

記録内容 備考 

データ識別 数字 ２ 可変 “１”（請求データ）を記録する。 

 

行番号 数字 ５ 可変 レセプト内通し番号を記録する。 

枝番号 数字 ３ 可変 レセプト内通し番号の枝番号を記録する。 

受診日等レコード 
「調剤記録条件」に規定する保険薬局が記録した「受

診日等レコード」を記録する。 

注１ レセプトの分割が行われた場合は、「１日の情報」から「３１日の情報」には電子資格確認後の内容を記録す

る。 

２ レセプトの振替が行われた場合であって、保険薬局からの請求時に記録されていない場合は、オンライン資格確

認等システムにおいて作成した内容を記録する。 

３ レセプトの振替が行われた場合であって、保険薬局からの請求時に記録されていない場合及び保険薬局からの請

求時に記録された算定日情報との差異がある場合は、「１日の情報」から「３１日の情報」には別表9 受付等区分

コード“9（請求データの各レコードに記録された算定日情報と不一致）”を記録する。 

  

項目 ﾓｰﾄﾞ 
最大 
ﾊﾞｲﾄ 

項目 
形式 

記録内容 備考 

データ識別 数字 ２ 可変 “１”（請求データ）を記録する。 

 

行番号 数字 ５ 可変 レセプト内通し番号を記録する。 

枝番号 数字 ３ 可変 レセプト内通し番号の枝番号を記録する。 

公費レコード 
「調剤記録条件」に規定する保険薬局が記録した「公費

レコード」を記録する。 
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(ｅ) 窓口負担額レコード 

項目 ﾓｰﾄﾞ 
最大 
ﾊﾞｲﾄ 

項目 
形式 

記録内容 備考 

データ識別 数字 ２ 可変 “１”（請求データ）を記録する。 

 

行番号 数字 ５ 可変 レセプト内通し番号を記録する。 

枝番号 数字 ３ 可変 レセプト内通し番号の枝番号を記録する。 

窓口負担額レコード 
「調剤記録条件」に規定する保険薬局が記録した「窓

口負担額レコード」を記録する。 

 

ｄ 処方情報 

(ａ) 処方基本レコード 

項目 ﾓｰﾄﾞ 
最大 
ﾊﾞｲﾄ 

項目 
形式 

記録内容 備考 

データ識別 数字 ２ 可変 “１”（請求データ）を記録する。 

 

行番号 数字 ５ 可変 レセプト内通し番号を記録する。 

枝番号 数字 ３ 可変 レセプト内通し番号の枝番号を記録する。 

処方基本レコード 
「調剤記録条件」に規定する保険薬局が記録した「処

方基本レコード」を記録する。 

注 「Ｎｏ」には電子資格確認後の内容を記録する。 

 

(ｂ) 調剤情報レコード 

項目 ﾓｰﾄﾞ 
最大 
ﾊﾞｲﾄ 

項目 
形式 

記録内容 備考 

データ識別 数字 ２ 可変 “１”（請求データ）を記録する。 

 

行番号 数字 ５ 可変 レセプト内通し番号を記録する。 

枝番号 数字 ３ 可変 レセプト内通し番号の枝番号を記録する。 

調剤情報レコード 
「調剤記録条件」に規定する保険薬局が記録した「調

剤情報レコード」を記録する。 

注 「処方箋受付回」には電子資格確認後の内容を記録する。 

 

(ｃ) 医薬品レコード 

項目 ﾓｰﾄﾞ 
最大 
ﾊﾞｲﾄ 

項目 
形式 

記録内容 備考 

データ識別 数字 ２ 可変 “１”（請求データ）を記録する。 

 

行番号 数字 ５ 可変 レセプト内通し番号を記録する。 

枝番号 数字 ３ 可変 レセプト内通し番号の枝番号を記録する。 

医薬品レコード 
「調剤記録条件」に規定する保険薬局が記録した「医

薬品レコード」を記録する。 

 

(ｄ) 特定器材レコード 

項目 ﾓｰﾄﾞ 
最大 
ﾊﾞｲﾄ 

項目 
形式 

記録内容 備考 

データ識別 数字 ２ 可変 “１”（請求データ）を記録する。 

 

行番号 数字 ５ 可変 レセプト内通し番号を記録する。 

枝番号 数字 ３ 可変 レセプト内通し番号の枝番号を記録する。 

特定器材レコード 
「調剤記録条件」に規定する保険薬局が記録した「特

定器材レコード」を記録する。 
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(ｅ) コメントレコード 

項目 ﾓｰﾄﾞ 
最大 
ﾊﾞｲﾄ 

項目 
形式 

記録内容 備考 

データ識別 数字 ２ 可変 “１”（請求データ）を記録する。 

 

行番号 数字 ５ 可変 レセプト内通し番号を記録する。 

枝番号 数字 ３ 可変 レセプト内通し番号の枝番号を記録する。 

コメントレコード 
「調剤記録条件」に規定する保険薬局が記録した「コ

メントレコード」を記録する。 

 

ｅ 摘要欄レコード 

項目 ﾓｰﾄﾞ 
最大 
ﾊﾞｲﾄ 

項目 
形式 

記録内容 備考 

データ識別 数字 ２ 可変 “１”（請求データ）を記録する。 

 

行番号 数字 ５ 可変 レセプト内通し番号を記録する。 

枝番号 数字 ３ 可変 レセプト内通し番号の枝番号を記録する。 

摘要欄レコード 
「調剤記録条件」に規定する保険薬局が記録した「摘

要欄レコード」を記録する。 

注 レセプトの分割が行われた場合は、最終行に分割後のレセプトである旨の摘要欄レコードを記録する。 

 

ｆ 基本料・薬学管理料レコード 

項目 ﾓｰﾄﾞ 
最大 
ﾊﾞｲﾄ 

項目 
形式 

記録内容 備考 

データ識別 数字 ２ 可変 “１”（請求データ）を記録する。 

 

行番号 数字 ５ 可変 レセプト内通し番号を記録する。 

枝番号 数字 ３ 可変 レセプト内通し番号の枝番号を記録する。 

基本料・薬学管理料レコード 
「調剤記録条件」に規定する保険薬局が記録した「基

本料・薬学管理料レコード」を記録する。 

 

ｇ 分割技術料レコード 

項目 ﾓｰﾄﾞ 
最大 
ﾊﾞｲﾄ 

項目 
形式 

記録内容 備考 

データ識別 数字 ２ 可変 “１”（請求データ）を記録する。 

 

行番号 数字 ５ 可変 レセプト内通し番号を記録する。 

枝番号 数字 ３ 可変 レセプト内通し番号の枝番号を記録する。 

分割技術料レコード 
「調剤記録条件」に規定する保険薬局が記録した「分

割技術料レコード」を記録する。 

 

（イ） 審査支払機関での資格確認前の保険薬局からの請求 

審査支払機関における電子資格確認の結果、レセプトの振替又は分割が行われた場合に保険薬局からの請

求時の内容を記録する。 

ａ 薬局情報レコード 

項目 ﾓｰﾄﾞ 
最大 
ﾊﾞｲﾄ 

項目 
形式 

記録内容 備考 

データ識別 数字 ２ 可変 “５”（資格確認前請求データ）を記録する。 

 

行番号 数字 ５ 可変 レセプト内通し番号を記録する。 

枝番号 数字 ３ 可変 レセプト内通し番号の枝番号を記録する。 

薬局情報レコード 
「調剤記録条件」に規定する保険薬局が記録した 

「薬局情報レコード」を記録する。 

注１ 「審査支払機関」には電子資格確認後の審査支払機関コードを記録する。 

２ 「薬局連絡先名称」には審査支払機関が管理している名称を記録する。 
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ｂ レセプト共通レコード 

項目 ﾓｰﾄﾞ 
最大 
ﾊﾞｲﾄ 

項目 
形式 

記録内容 備考 

データ識別 数字 ２ 可変 “５”（資格確認前請求データ）を記録する。 

 

行番号 数字 ５ 可変 レセプト内通し番号を記録する。 

枝番号 数字 ３ 可変 レセプト内通し番号の枝番号を記録する。 

レセプト共通レコード 
「調剤記録条件」に規定する保険薬局が記録した「レ

セプト共通レコード」を記録する。 

 

ｃ レセプト情報 

(ａ) 保険者レコード 

項目 ﾓｰﾄﾞ 
最大 
ﾊﾞｲﾄ 

項目 
形式 

記録内容 備考 

データ識別 数字 ２ 可変 “５”（資格確認前請求データ）を記録する。 

 

 

行番号 数字 ５ 可変 レセプト内通し番号を記録する。 

枝番号 数字 ３ 可変 レセプト内通し番号の枝番号を記録する。 

保険者レコード 
「調剤記録条件」に規定する保険薬局が記録した「保

険者レコード」を記録する。 

 

(ｂ) 公費レコード 

 

(ｃ) 資格確認レコード 

項目 ﾓｰﾄﾞ 
最大 
ﾊﾞｲﾄ 

項目 
形式 

記録内容 備考 

データ識別 数字 ２ 可変 “５”（資格確認前請求データ）を記録する。 

 

行番号 数字 ５ 可変 レセプト内通し番号を記録する。 

枝番号 数字 ３ 可変 レセプト内通し番号の枝番号を記録する。 

資格確認レコード 
「調剤記録条件」に規定する保険薬局が記録した「資

格確認レコード」を記録する。 

 

(ｄ) 受診日等レコード 

項目 ﾓｰﾄﾞ 
最大 
ﾊﾞｲﾄ 

項目 
形式 

記録内容 備考 

データ識別 数字 ２ 可変 “５”（資格確認前請求データ）を記録する。 

 

行番号 数字 ５ 可変 レセプト内通し番号を記録する。 

枝番号 数字 ３ 可変 レセプト内通し番号の枝番号を記録する。 

受診日等レコード 
「調剤記録条件」に規定する保険薬局が記録した「受

診日等レコード」を記録する。 

 

  

項目 ﾓｰﾄﾞ 
最大 
ﾊﾞｲﾄ 

項目 
形式 

記録内容 備考 

データ識別 数字 ２ 可変 “５”（資格確認前請求データ）を記録する。 

 

行番号 数字 ５ 可変 レセプト内通し番号を記録する。 

枝番号 数字 ３ 可変 レセプト内通し番号の枝番号を記録する。 

公費レコード 
「調剤記録条件」に規定する保険薬局が記録した「公費

レコード」を記録する。 
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(ｅ) 窓口負担額レコード 

項目 ﾓｰﾄﾞ 
最大 
ﾊﾞｲﾄ 

項目 
形式 

記録内容 備考 

データ識別 数字 ２ 可変 “５”（資格確認前請求データ）を記録する。 

 

行番号 数字 ５ 可変 レセプト内通し番号を記録する。 

枝番号 数字 ３ 可変 レセプト内通し番号の枝番号を記録する。 

窓口負担額レコード 
「調剤記録条件」に規定する保険薬局が記録した「窓

口負担額レコード」を記録する。 

 

d 処方情報 

(ａ) 処方基本レコード 

項目 ﾓｰﾄﾞ 
最大 
ﾊﾞｲﾄ 

項目 
形式 

記録内容 備考 

データ識別 数字 ２ 可変 “５”（資格確認前請求データ）を記録する。 

 

行番号 数字 ５ 可変 レセプト内通し番号を記録する。 

枝番号 数字 ３ 可変 レセプト内通し番号の枝番号を記録する。 

処方基本レコード 
「調剤記録条件」に規定する保険薬局が記録した「処方

基本レコード」を記録する。 

 

(ｂ) 調剤情報レコード 

項目 ﾓｰﾄﾞ 
最大 
ﾊﾞｲﾄ 

項目 
形式 

記録内容 備考 

データ識別 数字 ２ 可変 “５”（資格確認前請求データ）を記録する。 

 

行番号 数字 ５ 可変 レセプト内通し番号を記録する。 

枝番号 数字 ３ 可変 レセプト内通し番号の枝番号を記録する。 

調剤情報レコード 
「調剤記録条件」に規定する保険薬局が記録した「調

剤情報レコード」を記録する。 

 

(ｃ) 医薬品レコード 

項目 ﾓｰﾄﾞ 
最大 
ﾊﾞｲﾄ 

項目 
形式 

記録内容 備考 

データ識別 数字 ２ 可変 “５”（資格確認前請求データ）を記録する。 

 

行番号 数字 ５ 可変 レセプト内通し番号を記録する。 

枝番号 数字 ３ 可変 レセプト内通し番号の枝番号を記録する。 

医薬品レコード 
「調剤記録条件」に規定する保険薬局が記録した「医

薬品レコード」を記録する。 

 

(ｄ) 特定器材レコード 

項目 ﾓｰﾄﾞ 
最大 
ﾊﾞｲﾄ 

項目 
形式 

記録内容 備考 

データ識別 数字 ２ 可変 “５”（資格確認前請求データ）を記録する。 

 

行番号 数字 ５ 可変 レセプト内通し番号を記録する。 

枝番号 数字 ３ 可変 レセプト内通し番号の枝番号を記録する。 

特定器材レコード 
「調剤記録条件」に規定する保険薬局が記録した「特

定器材レコード」を記録する。 
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(ｅ) コメントレコード 

項目 ﾓｰﾄﾞ 
最大 
ﾊﾞｲﾄ 

項目 
形式 

記録内容 備考 

データ識別 数字 ２ 可変 “５”（資格確認前請求データ）を記録する。 

 

行番号 数字 ５ 可変 レセプト内通し番号を記録する。 

枝番号 数字 ３ 可変 レセプト内通し番号の枝番号を記録する。 

コメントレコード 
「調剤記録条件」に規定する保険薬局が記録した「コ

メントレコード」を記録する。 

 

ｅ 摘要欄レコード 

項目 ﾓｰﾄﾞ 
最大 
ﾊﾞｲﾄ 

項目 
形式 

記録内容 備考 

データ識別 数字 ２ 可変 “５”（資格確認前請求データ）を記録する。 

 

行番号 数字 ５ 可変 レセプト内通し番号を記録する。 

枝番号 数字 ３ 可変 レセプト内通し番号の枝番号を記録する。 

摘要欄レコード 
「調剤記録条件」に規定する保険薬局が記録した「摘

要欄レコード」を記録する。 

 

ｆ 基本料・薬学管理料レコード 

項目 ﾓｰﾄﾞ 
最大 
ﾊﾞｲﾄ 

項目 
形式 

記録内容 備考 

データ識別 数字 ２ 可変 “５”（資格確認前請求データ）を記録する。 

 

行番号 数字 ５ 可変 レセプト内通し番号を記録する。 

枝番号 数字 ３ 可変 レセプト内通し番号の枝番号を記録する。 

基本料・薬学管理料レコード 
「調剤記録条件」に規定する保険薬局が記録した「基

本料・薬学管理料レコード」を記録する。 

 

ｇ 分割技術料レコード 

項目 ﾓｰﾄﾞ 
最大 
ﾊﾞｲﾄ 

項目 
形式 

記録内容 備考 

データ識別 数字 ２ 可変 “５”（資格確認前請求データ）を記録する。 

 

行番号 数字 ５ 可変 レセプト内通し番号を記録する。 

枝番号 数字 ３ 可変 レセプト内通し番号の枝番号を記録する。 

分割技術料レコード 
「調剤記録条件」に規定する保険薬局が記録した「分

割技術料レコード」を記録する。 

 

（ウ） 再請求前の保険薬局からの請求又は再請求前の審査支払機関での資格確認による請求 

再審査等請求で返戻の後、再請求された場合の再請求前の保険薬局からの請求内容を記録する。 

「データ識別」項目を除き、（ア）の「保険薬局からの請求」の各レコードの内容を記録する。 

「データ識別」項目は、“１１”（再請求前の請求データ）を記録する。 

 

ウ 補正データ 

（ア） 審査支払機関での資格確認による補正等 

審査支払機関における電子資格確認による補正の内容を記録する。 

再審査請求で返戻の後、再請求された場合は、再請求時の内容に対する補正の内容を記録する。 

  



 

- 21 - 

 

ａ レセプト共通レコードから分割技術料レコードまでの各レコード（資格確認レコードを除く） 

項目 ﾓｰﾄﾞ 
最大 
ﾊﾞｲﾄ 

項目 
形式 

記録内容 備考 

データ識別 数字 ２ 可変 “６”（資格確認補正データ）を記録する。 

 

行番号 数字 ５ 可変 レセプト内通し番号を記録する。 

枝番号 数字 ３ 可変 レセプト内通し番号の枝番号を記録する。 

レセプト共通レコード～分割技術料レコード 

（資格確認レコードを除く。） 

「調剤記録条件」に規定する各レコードの電子資格確

認による補正の内容を記録する。 

注１ 資格確認対象のレセプトであって、保険薬局からの請求時に資格確認レコードが記録されていない場合は、オン

ライン資格確認等システムにおいて作成した内容を記録する。 

２ 保険薬局からの請求時に受診日等レコードが記録されていない場合は、オンライン資格確認等システムにおいて

作成した内容を記録する。 

３ 保険薬局からの請求時に受診日等レコードが記録されていない場合及び保険薬局からの請求時に記録された算定

日情報との差異がある場合は、「１日の情報」から「３１日の情報」には別表9 受付等区分コード “9（請求デー

タの各レコードに記録された算定日情報と不一致）”を記録する。 
 

ｂ 資格確認レコード 

項目 ﾓｰﾄﾞ 
最大 
ﾊﾞｲﾄ 

項目 
形式 

記録内容 備考 

データ識別 数字 ２ 可変 “６”（資格確認補正データ）を記録する。 

 

行番号 数字 ５ 可変 レセプト内通し番号を記録する。 

枝番号 数字 ３ 可変 レセプト内通し番号の枝番号を記録する。 

レコード識別情報 英数 ２ 固定 “SN”を記録する。 

負担者種別 数字 １ 固定 別表 6 負担者種別コードを記録する。 

確認区分 数字 ２ 固定 別表 7 確認区分コードを記録する。 

保険者番号等（資格確

認） 英数 ８ 可変 保険者番号等を記録する。  確認区分

が「02：審

査支払機関

に請求後・

変更なし」

又は「03：

審査支払機

関に請求後

・確認不

能」の場合

は、保険薬

局からの記

録内容と同

様に記録す

る。 

被保険者証（手帳）等の 

記号（資格確認） 

英数 
又は 
漢字 

３８ 可変 
１ 被保険者証（手帳）等の記号を記録する。 

２ 記号が設定されていない保険者の場合及び負担者種別
が公費負担医療である場合は記録を省略する。 

被保険者証（手帳）等の 

番号（資格確認） 

英数 
又は 
漢字 

３８ 可変 
１ 被保険者証（手帳）等の番号を記録する。 

２ 負担者種別が公費負担医療である場合は記録を省略す
る。 

枝番 英数 ２ 可変 

１ 「枝番」を記録する。 

２ 保険者が後期高齢者医療である場合又は負担者種別が
公費負担医療である場合は、記録を省略する。 

３ 電子資格確認の対象外である者の場合は、記録を省略
する。 

受給者番号 数字 ７ 可変 
１ 受給者番号を記録する。 

２ 負担者種別が医療保険等の場合は記録を省略する。 

予備 数字 １ 可変  記録を省略する。  

注１ 「負担者種別」から「受給者番号」には電子資格確認後の内容を記録する。 

２ 資格確認対象のレセプトであって、保険薬局からの請求時に記録されていない場合は、オンライン資格確認等シ

ステムにおいて作成した内容を記録する。 
 
 

ｃ 事由レコード 

項目 ﾓｰﾄﾞ 
最大 
ﾊﾞｲﾄ 

項目 
形式 

記録内容 備考 

データ識別 数字 ２ 可変 “６”（資格確認補正データ）を記録する。 

 
行番号 数字 ５ 可変 レセプト内通し番号を記録する。 

枝番号 数字 ３ 可変 レセプト内通し番号の枝番号を記録する。 

レコード識別情報 英数 ２ 固定 “JY”を記録する。 
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項目 ﾓｰﾄﾞ 
最大 
ﾊﾞｲﾄ 

項目 
形式 

記録内容 備考 

補正区分 数字 １ 固定 

１ 追加の場合、“１”を記録する。 
２ 修正の場合、“２”を記録する。 
３ 削除の場合、“３”を記録する。 
４ 分割の場合、“４”を記録する。 
５ 復活の場合、“５”を記録する。 

補正対象行番号 数字 ５ 可変 補正の対象となるレコードの行番号を記録する。 

補正対象枝番号 数字 ３ 可変 補正の対象となるレコードの枝番号を記録する。 

予備 英数 200 可変 記録を省略する。 

予備 英数 ２０ 可変 記録を省略する。 

補正後行番号 数字 ５ 可変 補正後のレコードを記録した行番号を記録する。 

補正後枝番号 数字 ３ 可変 補正後のレコードを記録した枝番号を記録する。 

予備 数字 ３０ 可変 記録を省略する。 

 

ｄ 資格確認運用レコード 

項目 ﾓｰﾄﾞ 
最大 
ﾊﾞｲﾄ 

項目 
形式 

記録内容 備考 

データ識別 数字 ２ 可変 “６”（資格確認補正データ）を記録する。 

 

行番号 数字 ５ 可変 レセプト内通し番号を記録する。 

枝番号 数字 ３ 可変 レセプト内通し番号の枝番号を記録する。 

レコード識別情報 英数 ２ 固定 “ON”を記録する。 

負担者種別 数字 １ 固定  別表 6 負担者種別コードを記録する。 

資格有効期間（終了） 数字 ８ 可変 

１ 電子資格確認の実施時点において、資格確認レコード
の保険者番号等（資格確認）の資格を喪失している場合
は、資格の終了年月日を記録する。 

２ その他の場合は、記録を省略する。 

資格有効期間（開始） 数字 ８ 可変 

１ 電子資格確認の実施時点において、新たに取得した資
格による給付の対象となる場合は、資格の開始年月日を
記録する。 

２ その他の場合は、記録を省略する。 

資格確認マスタ作成日
時 

数字 １２ 可変 
１ 資格確認に使用したマスタの作成日時を記録する。 

２ 資格確認の対象外である者の場合は、記録を省略する。 

仮払請求等理由 数字 ３０ 可変 

１ 資格喪失後の保険者等への仮払請求の場合は、別表 8 
仮払請求等理由コードを記録する。 

２ 最大１０までの記録とする。 
３ 記録するバイト数は、３の倍数とする。 
４ その他の場合は、記録を省略する。 

電子資格確認実施医療

機関等 
数字 １ 可変 

１ 保険薬局が電子資格確認を導入している場合は、“１
”を記録する。 

２ その他の場合は、記録を省略する。 

予備 英数 100 可変 記録を省略する。 

資
格
喪
失
前 

合計点数 数字 ８ 可変 

資格確認レコードの保険者番号等（資格確認）の資格喪

失が当該診療年月の途中であるが、分割対象外となった場

合は、資格喪失前の受診日に算定された内容の合計点数を

記録する。 

負担者種別

コードが

「１」の場

合のみ記録

する。 

食
事
療
養
・
生
活
療
養 

合計金額 数字 ８ 可変 

資格確認レコードの保険者番号等（資格確認）の資格喪

失が当該診療年月の途中であるが、分割対象外となった場

合は、資格喪失前の受診日に算定された食事療養・生活療

養の合計金額を記録する。 

負担者種別

コードが

「１」の場

合のみ記録

する。 

標準負担額 数字 ８ 可変 

資格確認レコードの保険者番号等（資格確認）の資格喪

失が当該診療年月の途中であるが、分割対象外となった場

合は、資格喪失前の受診日に算定された食事療養・生活療

養の標準負担額を記録する。 

負担者種別

コードが

「１」の場

合のみ記録

する。 
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項目 ﾓｰﾄﾞ 
最大 
ﾊﾞｲﾄ 

項目 
形式 

記録内容 備考 

資
格
喪
失
後 

合計点数 数字 ８ 可変 

資格確認レコードの保険者番号等（資格確認）の資格喪

失が当該診療年月の途中であるが、分割対象外となった場

合は、資格喪失後の受診日に算定された内容の合計点数を

記録する。 

負担者種別

コードが

「１」の場

合のみ記録

する。 

食
事
療
養
・
生
活
療
養 

合計金額 数字  ８ 可変 

資格確認レコードの保険者番号等（資格確認）の資格喪

失が当該診療年月の途中であるが、分割対象外となった場

合は、資格喪失後の受診日に算定された食事療養・生活療

養の合計金額を記録する。 

負担者種別

コードが

「１」の場

合のみ記録

する。 

標準負担額 数字 ８ 可変 

資格確認レコードの保険者番号等（資格確認）の資格喪

失が当該診療年月の途中であるが、分割対象外となった場

合は、資格喪失前の受診日に算定された食事療養・生活療

養の標準負担額を記録する。 

負担者種別

コードが

「１」の場

合のみ記録

する。 

資格確認使用欄 英数 ５０ 可変 電子資格確認の運用に使用する情報を記録する。  

 

（イ） 審査支払機関での補正等 

保険薬局からの請求内容に対する補正の内容を記録する。 

審査支払機関における電子資格確認の結果、レセプトの振替又は分割が行われた場合は、電子資格確認後

の請求内容に対する補正の内容を記録する。 

再審査請求で返戻の後、再請求された場合は、再請求時の内容に対する補正の内容を記録する。 

 

ａ レセプト共通レコードから分割技術料レコードまでの各レコード 

項目 ﾓｰﾄﾞ 
最大 
ﾊﾞｲﾄ 

項目 
形式 

記録内容 備考 

データ識別 数字 ２ 可変 “２”（支払決定データ）を記録する。 

 

行番号 数字 ５ 可変 レセプト内通し番号を記録する。 

枝番号 数字 ３ 可変 レセプト内通し番号の枝番号を記録する。 

レセプト共通レコード～分割技術料レコード 
「調剤記録条件」に規定する各レコードの補正後の内

容を記録する。 

 

ｂ 事由レコード 

項目 ﾓｰﾄﾞ 
最大 
ﾊﾞｲﾄ 

項目 
形式 

記録内容 備考 

データ識別 数字 ２ 可変 “２”（支払決定データ）を記録する。 

 

行番号 数字 ５ 可変 レセプト内通し番号を記録する。 

枝番号 数字 ３ 可変 レセプト内通し番号の枝番号を記録する。 

レコード識別情報 英数 ２ 固定 “JY”を記録する。 

補正区分 数字 １ 固定 

１ 追加の場合、“１”を記録する。 

２ 修正の場合、“２”を記録する。 

３ 削除の場合、“３”を記録する。 

４ 分割の場合、“４”を記録する。 

５ 復活の場合、“５”を記録する。 

補正対象行番号 数字 ５ 可変 補正の対象となるレコードの行番号を記録する。 

補正対象枝番号 数字 ３ 可変 補正の対象となるレコードの枝番号を記録する。 

事由対象項目番号 英数 200 可変 
補正事由を記録する対象となる項目番号（「調剤記録

条件」に規定する各レコードの項目位置）を記録する。 

事由コード 英数 ２０ 可変 別表 1 事由コードを記録する。 

補正後行番号 数字 ５ 可変 補正後のレコードを記録した行番号を記録する。 

補正後枝番号 数字 ３ 可変 補正後のレコードを記録した枝番号を記録する。 

予備 数字 ３０ 可変 記録は省略する。 

注 事由対象項目番号は、補正区分が“２”又は“５”で、事由コードの記録がある場合に記録される。 
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また、補正事由を記録する対象となる項目番号が、複数ある場合は、「:」で区切り列記する。 

事由コードが複数ある場合も、「:」で区切り列記する。 

 
ｃ 資格確認運用レコード 

項目 ﾓｰﾄﾞ 
最大 
ﾊﾞｲﾄ 

項目 
形式 

記録内容 備考 

データ識別 数字 ２ 可変 “２”（支払決定データ）を記録する。 

 
行番号 数字 ５ 可変 レセプト内通し番号を記録する。 

枝番号 数字 ３ 可変 レセプト内通し番号の枝番号を記録する。 

資格確認運用レコード 
第１章－２－（１）－ウ「資格確認運用レコード」の

審査等による補正後の内容を記録する。 

 

（ウ） 再請求前の審査支払機関での補正等 

再審査等請求で返戻の後、再請求された場合の再請求前の補正内容を記録する。 

「データ識別」項目を除き、（ア）の「審査支払機関での補正等」の各レコードの内容を記録する。 

「データ識別」項目は、“１２”（再請求前の支払決定データ）を記録する。 

 

エ 審査運用データ 

（ア） 審査支払機関での補正等 

審査支払機関による運用で付加する情報を記録する。 

再審査請求で返戻の後、再請求された場合は、再請求時に付加する情報を記録する。 

審査運用レコード 

項目 ﾓｰﾄﾞ 
最大 
ﾊﾞｲﾄ 

項目 
形式 

記録内容 備考 

データ識別 数字 ２ 可変 “２”（支払決定データ）を記録する。 

 
行番号 数字 ５ 可変 レセプト内通し番号を記録する。 

枝番号 数字 ３ 可変 レセプト内通し番号の枝番号を記録する。 

レコード識別情報 英数 ２ 固定 “EX”を記録する。 

振替先保険者番号 英数 ８ 可変 
１ 保険者番号に振替があった場合、振替先の保険者番
号を記録する。 

２ その他の場合は、記録を省略する。 

既に廃止

した保険者

等の事務継

承先である

振替先を記

録する。 

振替先第四公費負担者
番号 

数字 ８ 可変 
１ 第四公費負担者番号に振替があった場合、振替先の
第四公費負担者番号を記録する。 

２ その他の場合は、記録を省略する。 

振替先第一公費負担者
番号 

数字 ８ 可変 
１ 第一公費負担者番号に振替があった場合、振替先の
第一公費負担者番号を記録する。 

２ その他の場合は、記録を省略する。 

振替先第二公費負担者
番号 

数字 ８ 可変 
１ 第二公費負担者番号に振替があった場合、振替先の
第二公費負担者番号を記録する。 

２ その他の場合は、記録を省略する。 

振替先第三公費負担者
番号 

数字 ８ 可変 
１ 第三公費負担者番号に振替があった場合、振替先の
第三公費負担者番号を記録する。 

２ その他の場合は、記録を省略する。 

予備 数字 １０ 可変 記録を省略する。 

 

単独請求分レセプト区
分 

数字 １ 可変 

１ 併用レセプトで請求され、請求に係るすべての公費
レコードの合計点数が０点であり、医療保険のみの請
求となった場合、“１”を記録する。 

２ その他の場合は、記録を省略する。 

予備 数字 １ 可変 記録を省略する。 

予備 数字 １ 可変 記録を省略する。 

予備 数字 ６ 可変 記録を省略する。 

添付文書情報 数字 １ 可変 
１ 保険薬局から紙で添付文書が提出されているレセプ
トの場合、“１”を記録する。 

２ その他の場合は、記録を省略する。 

審査支払機関使用欄 
英数 
又は
漢字 

1000 可変 審査支払機関が使用する情報を記録する。 

注 審査運用（ＥＸ）レコードは複数レコードに記録し、審査支払機関使用欄のみの記録とする場合がある。 

なお、審査支払機関使用欄のみに記録された場合、枝番号の１の位に「１」を記録する。 
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（イ） 再請求前の審査支払機関での補正等 

再審査等請求で返戻の後、再請求された場合の再請求前に付加した情報を記録する。 

「データ識別」項目を除き、（ア）の「審査支払機関での補正等」の内容を記録する。 

「データ識別」項目は、“１２”（再請求前の支払決定データ）を記録する。 

 

オ チェックデータ 

（ア） 審査支払機関での補正等 

審査支払機関が当該レセプトを識別する情報を記録する。 

再審査請求で返戻の後、再請求された場合は、再請求時のレセプトを識別する情報を記録する。 

 

レコード管理情報レコード 

項目 ﾓｰﾄﾞ 
最大 
ﾊﾞｲﾄ 

項目 
形式 

記録内容 備考 

データ識別 数字 ２ 可変 “２”（支払決定データ）を記録する。 

 

行番号 数字 ５ 可変 レセプト内通し番号を記録する。 

枝番号 数字 ３ 可変 レセプト内通し番号の枝番号を記録する。 

レコード識別情報 英数 ２ 固定 “RC”を記録する。 

管理情報 英数 100 可変 
審査支払機関側が当該レセプトを識別する情報を記録

する。 

 

（イ） 再請求前の審査支払機関での補正等 

再審査等請求で返戻の後、再請求された場合の再請求前に付加した情報を記録する。 

「データ識別」項目を除き、（ア）の「審査支払機関での補正等」の内容を記録する。 

「データ識別」項目は、“１２”（再請求前の支払決定データ）を記録する。 

 

（２） 再審査等請求データ 

ア 再請求前の保険者等からの再審査等請求 

再審査等請求で返戻の後、再請求された場合の再請求前の再審査等請求の内容を記録する。 

（ア） 再審査等申し出レコード 

項目 ﾓｰﾄﾞ 
最大 
ﾊﾞｲﾄ 

項目 
形式 

記録内容 備考 

データ識別 数字 ２ 可変 “１３”（再請求前の再審査等データ）を記録する。 

 

行番号 数字 ５ 可変 レセプト内通し番号を記録する。 

枝番号 数字 ３ 可変 レセプト内通し番号の枝番号を記録する。 

再審査等申し出レコード 
「調剤再審査等記録条件」に規定する保険者等が記録

した「再審査等申し出レコード」を記録する。 

注 再審査等申し出レコードの「申し出受付年月日」項目は審査支払機関で再審査等請求を受け付けた年月日を西暦

で記録する。 

 

（イ） 理由対象レコード 

項目 ﾓｰﾄﾞ 
最大 
ﾊﾞｲﾄ 

項目 
形式 

記録内容 備考 

データ識別 数字 ２ 可変  “１３”（再請求前の再審査等データ）を記録する。 

 

行番号 数字 ５ 可変 レセプト内通し番号を記録する。 

枝番号 数字 ３ 可変 レセプト内通し番号の枝番号を記録する。 

理由対象レコード 
「調剤再審査等記録条件」に規定する保険者等が記録

した「理由対象レコード」を記録する。 

 

イ 保険者等からの再審査等請求 

再審査等請求により審査支払機関で請求先変更とした場合又はオンライン資格確認等システムで振替・分割を

行った場合の再請求前の再審査等請求の内容を記録する。 

「データ識別」項目を除き、アの「再請求前の保険者等からの再審査等請求」の各レコードの内容を記録す

る。 

「データ識別」項目は、“３”（再審査等データ）を記録する。 
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（３） レセプト縦覧データ 

ア 再請求前の保険者等からの再審査等請求 

再審査等請求で返戻の後、再請求された場合の再請求前の再審査等請求の内容を記録する。 

レセプト縦覧レコード 

項目 ﾓｰﾄﾞ 
最大 
ﾊﾞｲﾄ 

項目 
形式 

記録内容 備考 

データ識別 数字 ２ 可変 “１３”（再請求前の再審査等データ）を記録する。 

 

行番号 数字 ５ 可変 レセプト内通し番号を記録する。 

枝番号 数字 ３ 可変 レセプト内通し番号の枝番号を記録する。 

レセプト縦覧レコード 
「調剤再審査等記録条件」に規定する保険者等が記録

した「レセプト縦覧レコード」を記録する。 

 

イ 保険者等からの再審査等請求 

再審査等請求により審査支払機関で請求先変更とした場合の再請求前の再審査等請求の内容を記録する。 

「データ識別」項目を除き、アの「再請求前の保険者等からの再審査等請求」の内容を記録する。 

「データ識別」項目は、“３”（再審査等データ）を記録する。 

 

（４） 再審査等結果情報 

ア 再審査等結果データ 

（ア） 再請求前の審査支払機関での再審査等結果 

再審査等請求で返戻の後、再請求された場合の再請求前の再審査等請求の内容を記録する。 

再審査等申し出結果レコード 

項目 ﾓｰﾄﾞ 
最大 
ﾊﾞｲﾄ 

項目 
形式 

記録内容 備考 

データ識別 数字 ２ 可変 
“１４”（再請求前の再審査等決定データ）を記録す

る。 

 

行番号 数字 ５ 可変 レセプト内通し番号を記録する。 

枝番号 数字 ３ 可変 レセプト内通し番号の枝番号を記録する。 

レコード識別情報 英数 ２ 固定 “MK”を記録する。 

申し出一連番号 数字 ３ 可変 
対応する再審査等申し出レコードの一連番号を記録す

る。 

申し出受付年月日 数字 ８ 可変 
対応する再審査等申し出レコードの年月日を西暦で記録

する。 

再審査等申し出機関 数字 ３ 固定 
 

別表 3 再審査等申し出機関コードを記録する。 

処理年月 数字 ６ 固定 
 審査支払機関で保険者等の再審査等調整を行った年月を

西暦で記録する。 

変更理由番号 数字 ６ 可変 

１ 審査支払機関で再審査等申し出レコードの理由番号を

変更した場合、変更後の理由番号コードを記録する。 

２ その他の場合は省略する。 

審査結果 数字 ３ 固定 別表 4 審査結果コードを記録する。 

連絡 漢字 600 可変 
１ 審査結果に補足が必要な場合は、当該内容を記録する。 

２ その他の場合は記録を省略する。 

原
審
ど
お
り 

理由１ 数字 ６ 可変 

１ 別表 4 審査結果コードから原審どおり理由が必要な

場合、別表 5 原審どおり理由コード（調剤）を記録す

る。 

２ その他の場合は記録を省略する。 

理由２ 数字 ６ 可変 

１ 別表 4 審査結果コードから原審どおり理由が必要で、

理由１以外に理由がある場合、別表 5 原審どおり理由

コード（調剤）を記録する。 

２ その他の場合は記録を省略する。 

理由３ 数字 ６ 可変 

１ 別表 4 審査結果コードから原審どおり理由が必要で、

理由１及び理由２以外に理由がある場合、別表 5 原審

どおり理由コード（調剤）を記録する。 

２ その他の場合は記録を省略する。 

申し出保険者番号等 英数 ８ 固定 

１ 再審査等請求を行った保険者番号等を記録する。 

２ 保険者番号等が８桁に満たない場合は、先頭から“ス

ペース”を記録し、８桁で記録する。 
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項目 ﾓｰﾄﾞ 
最大 
ﾊﾞｲﾄ 

項目 
形式 

記録内容 備考 

審査支払機関使用欄 
英数 
又は 
漢字 

500 可変 

１ 審査支払機関が使用する審査結果情報等がある場合

は、当該情報を記録する。 

２ その他の場合は、記録を省略する。 

予備 英数 ５ 可変 記録を省略する。 

予備 
英数 
又は 
漢字 

１０ 可変 記録を省略する。 

予備 
英数 
又は 
漢字 

３０ 可変 記録を省略する。 

 

（イ） 保険者等からの再審査等請求 

再審査等請求により審査支払機関で請求先変更とした場合又はオンライン資格確認等システムで振替・分

割を行った場合の再請求前の再審査等請求の内容を記録する。 

「データ識別」項目を除き、（ア）の「再請求前の保険者等からの再審査等請求」の内容を記録する。 

「データ識別」項目は、“４”（再審査等決定データ）を記録する。 

 

イ 再審査等補正データ 

（ア） 再請求前の審査支払機関での再審査等結果 

再審査等請求で返戻の後、再請求された場合の再請求前の再審査等請求の内容を記録する。 

ａ レセプト共通レコードから分割技術料レコードまでの各レコード  

項目 ﾓｰﾄﾞ 
最大 
ﾊﾞｲﾄ 

項目 
形式 

記録内容 備考 

データ識別 数字 ２ 可変 
“１４” （再請求前の再審査等決定データ）を記録す

る。 

 

行番号 数字 ５ 可変 レセプト内通し番号を記録する。 

枝番号 数字 ３ 可変 レセプト内通し番号の枝番号を記録する。 

レセプト共通レコード～分割技術料レコード 

再審査等で補正が発生したレセプトの場合、「調剤記

録条件」に規定する各レコードの補正後の内容を記録す

る。 

 

ｂ 事由レコード 

項目 ﾓｰﾄﾞ 
最大 
ﾊﾞｲﾄ 

項目 
形式 

記録内容 備考 

データ識別 数字 ２ 可変 
 “１４”（再請求前の再審査等決定データ）を記録す

る。 

 

行番号 数字 ５ 可変 レセプト内通し番号を記録する。 

枝番号 数字 ３ 可変 レセプト内通し番号の枝番号を記録する。 

事由レコード 

再審査等で補正が発生したレセプトの場合、第２章－３

－イ－（イ）－ｉに規定する「事由レコード」の内容を記

録する。 

 

（イ） 保険者等からの再審査等請求 

再審査等請求により審査支払機関で請求先変更とした場合又はオンライン資格確認等システムで振替・分

割を行った場合の再請求前の再審査等請求の内容を記録する。 

「データ識別」項目を除き、（ア）の「再請求前の保険者等からの再審査等請求」の内容を記録する。 

「データ識別」項目は、“４”（再審査等決定データ）を記録する。 
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ウ 審査運用データ 

（ア） 再請求前の審査支払機関での再審査等結果 

再審査等請求で返戻の後、再請求された場合の再請求前の再審査等請求の内容を記録する。 

審査運用レコード 

項目 ﾓｰﾄﾞ 
最大 
ﾊﾞｲﾄ 

項目 
形式 

記録内容 備考 

データ識別 数字 ２ 可変 
 “１４”（再請求前の再審査等決定データ）を記録す

る。 

 

行番号 数字 ５ 可変 レセプト内通し番号を記録する。 

枝番号 数字 ３ 可変 レセプト内通し番号の枝番号を記録する。 

審査運用レコード 

再審査等で補正が発生したレセプトの場合、第２章－３

－イ－（イ）－ｉに規定する「審査運用レコード」の内容

を記録する。 

 

（イ） 保険者等からの再審査等請求 

再審査等請求により審査支払機関で請求先変更とした場合又はオンライン資格確認等システムで振替・分

割を行った場合の再請求前の再審査等請求の内容を記録する。 

「データ識別」項目を除き、（ア）の「再請求前の保険者等からの再審査等請求」の内容を記録する。 

「データ識別」項目は、“４”（再審査等決定データ）を記録する。 

 

エ 返戻理由データ 

再審査等請求で返戻の後、再請求された場合の再請求前の再審査等返戻の内容を記録する。 

返戻理由レコード 

項目 ﾓｰﾄﾞ 
最大 
ﾊﾞｲﾄ 

項目 
形式 

記録内容 備考 

データ識別 数字 ２ 可変 
 “１４”（再請求前の再審査等決定データ）を記録す

る。 

 

行番号 数字 ５ 可変 レセプト内通し番号を記録する。 

枝番号 数字 ３ 可変 レセプト内通し番号の枝番号を記録する。 

返戻理由レコード 

再審査等で返戻されたレセプトの場合、オンラインによ

る一次請求返戻ファイル及び再審査等返戻ファイル並びに

再請求ファイルに係る記録条件仕様（調剤用）に規定する

「返戻理由レコード」の内容を記録する。 

 

オ チェックデータ 

（ア） 再請求前の審査支払機関での再審査等結果 

再審査等請求で返戻の後、再請求された場合の再請求前の再審査等請求の内容を記録する。 

レコード管理情報レコード 

項目 ﾓｰﾄﾞ 
最大 
ﾊﾞｲﾄ 

項目 
形式 

記録内容 備考 

データ識別 数字 ２ 可変 
 “１４”（再請求前の再審査等決定データ）を記録す

る。 

 

行番号 数字 ５ 可変 レセプト内通し番号を記録する。 

枝番号 数字 ３ 可変 レセプト内通し番号の枝番号を記録する。 

レコード識別情報 英数 ２ 固定 “RC”を記録する。 

管理情報 英数 100 可変 
審査支払機関側が当該レセプトを識別する情報を記録

する。 

 

（イ） 保険者等からの再審査等請求 

再審査等請求により審査支払機関で請求先変更とした場合又はオンライン資格確認等システムで振替・分

割を行った場合の再請求前の再審査等請求の内容を記録する。 

「データ識別」項目を除き、（ア）の「再請求前の保険者等からの再審査等請求」の内容を記録する。 

「データ識別」項目は、“４”（再審査等決定データ）を記録する。 
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第２章 再審査等結果の返付に係る記録条件仕様 

     再審査等結果情報の記録条件仕様を定める。 

     なお、再審査等結果におけるレセ電コード情報ファイルについては、「再審査等結果ファイル」という。 

 

  １ ファイル構成に関する事項 

  （１） ファイル名 

      再審査等結果ファイル（調剤）のファイル名は、社会保険診療報酬支払基金分については、「34_SA_RECODEIN

FO_PHA.CSV」とし、国民健康保険団体連合会分については、「44_SA_RECODEINFO_PHA.CSV」とする。 

 

  （２） 接続ファイルの構成 

    ア 再審査等結果ファイルは、複数のレセプト情報を記録する。 

    イ 再審査等結果ファイルは、改行コードにより複数レコードに分割して構成する。 

    ウ ファイル最終レコードの最終部分は、改行コードの後にファイルの終わりを示す１バイトの文字列（以下「Ｅ

ＯＦコード」という。）を記録する。 

 

  （３） レコード形式 

      再審査等結果ファイルは、以下のレコード形式で記録する。 

    ア レコード形式は可変長レコードとし、各レコードの末尾には改行コードを入れる。 

    イ レコード内の各項目間は、コンマで区切る。（数値項目の編集に、位取り用のコンマを使用しない。） 

    ウ 各項目は最大バイト数を規定し、項目形式が固定の項目については最大バイト数分のデータを記録し、可変の

項目については有効桁（文字）までの記録とする。 

      なお、有効桁（文字）以降に継続する“スペース”は記録しない。 

      モード（項目形式）ごとの文字種別及び詳細内容は次のとおりとする。 

モード 項目形式 文字種別 詳細内容 

数字 
可変 半角数字 

上位桁のゼロ及び小数点以下の下位桁のゼロを除いた数字（小

数点以下が全てゼロの場合は小数点も除く）を記録する。ただし、

別表等に規定されているコードの１文字目等の“0”及び特に定める場合

の“0”については記録する。 
【記録例】 

（誤）「001」 →（正）「1」 

※別表等に規定されているコードが“01”である場合（正）「01」 

「2桁に満たない場合は、先頭から“0”を記録し、2桁で記録する。」と規定

されている場合（正）「01」 

（誤）「1.0」 →（正）「1」 

（誤）「1.10」→（正）「1.1」 

（誤）「0.00」→（正）「0」 

固定 半角数字 最大バイト数分の半角数字をセット 

英数 
可変 半角英数 

有効文字までをセット 
ただし、別表等に規定されているコードの１文字目等の“0”及び特に

定める場合の“0”については記録する。 

【記録例】 

（誤）「01」 →（正）「1」 

※別表等に規定されているコードが“01”である場合（正）「01」 

「2桁に満たない場合は、先頭から“0”を記録し、2桁で記録する。」と規定

されている場合（正）「01」 

固定 半角英数 最大バイト数分の半角英数文字をセット 

漢字 
可変 全角文字 有効文字までをセット 

固定 全角文字 最大バイト数分の全角文字をセット 

 

    エ 各レコードの先頭には、データ識別、行番号及び枝番号に引き続き、レコードの識別情報を記録する。 

 

  （４） 内容を表現する文字の符号 

      内容を記録する文字の符号は、シフトＪＩＳコードによる。 

      なお、内容を記録する文字以外の制御符号は、次のとおりとする。 

符号名称 図形記号 １６進数 ﾊﾞｲﾄ数 用途 

コンマ , (2C) １  項目の区切りを表現する。 

改行コード  (0D)(0A) ２  レコードの区切りを表現する。 

ＥＯＦコード  (1A) １  ファイルの終わりを表現する。 

注 １６進数は、０から９及びＡからＦを括弧でくくって表現する。 

シフトＪＩＳコードはJISX0201-1976及びJISX0208-1983による。 
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  ２ 情報記録仕様 

  （１） 再審査等結果ファイルの構造 

    ア 再審査等結果ファイルは、調剤記録条件及び調剤再審査等記録条件に規定するフォーマット仕様に則ったレセ

プト情報を記録する。 

    イ 各レコードの先頭にデータ識別行番号及び枝番号で構成する履歴管理情報を記録する。データ識別の種類は次

の表のとおりとする。 

データ識別の種類 コード 記録するデータの内容 

請求データ １ 保険薬局からの請求又は審査支払機関での資格確認による請求 

支払決定データ ２ 審査支払機関での補正等 

再審査等データ ３ 保険者等からの再審査等請求 

再審査等決定データ ４ 審査支払機関での再審査等結果 

資格確認前請求データ ５ 審査支払機関での資格確認前の保険薬局からの請求 

資格確認補正データ ６ 審査支払機関での資格確認による補正等 

再審査請求前の資格確認要求データ ７ 保険者等からの資格確認要求 

再審査請求前の資格確認結果データ ９ 保険者等からの資格確認要求に対する回答 

再請求前の請求データ １１ 
再請求前の保険薬局からの請求又は再請求前の審査支払機関での
資格確認による請求 

再請求前の支払決定データ １２ 再請求前の審査支払機関での補正等 

再請求前の再審査等データ １３ 再請求前の保険者等からの再審査等請求 

再請求前の再審査等決定データ １４ 再請求前の審査支払機関での再審査等結果 

再請求前の資格確認前請求データ １５ 再請求前の審査支払機関での資格確認前の保険薬局からの請求 

再請求前の資格確認補正データ １６ 再請求前の審査支払機関での資格確認による補正等 

注 網掛けのデータ識別コードは、再審査等結果ファイルには記録しない。（調剤再審査等記録条件の別添２

「資格確認結果に係る記録条件仕様」を参照。） 

 

ウ １レセプト内のレコードの種類及び記録順は、次の表のとおりとする。 

（ア） 一次請求の電子資格確認により保険者等の振替又は分割が行われなかった状態で、再審査等請求された場合 

レコードの種類 ﾃﾞｰﾀ識別 ﾚｺｰﾄﾞ識別 備考 

請
求
決
定
デ
ー
タ 

管
理 

デ
ー
タ 

レセプト管理レコード ２ ＭＮ 
１件のレセプト情報に対して、先頭に１

レコードのみ記録する。 

請
求
デ
ー
タ 

薬局情報レコード 

１ 

ＹＫ 

１ 審査支払機関で受け付けたレセプトの

内容を記録する。記録順、記録内容につ

いては「調剤記録条件」を参照のこと。 

２ 保険薬局側の記録誤り等により、不要

な情報が記録された場合等にあっては、

不要な情報が削除される場合もある。 

３ 薬局情報レコードの「薬局連絡先名

称」項目について、保険薬局側の記録内

容と審査支払機関が管理する名称が異な

る場合は、審査支払機関が管理する名称

に置き換える。 

４ 国保連固有情報レコードについては、

平成 28年 3月診療以前分であって、平成

30年 4月以前に国民健康保険団体連合会

へ一次請求された場合のみ記録する。 

レセプト共通レコード ＲＥ 

レ
セ
プ
ト
情
報 

保険者レコード ＨＯ 

公費レコード ＫＯ 

資格確認レコード ＳＮ 

受診日等レコード ＪＤ 

窓口負担額レコード ＭＦ 

国保連固有情報レコード ＫＨ 

処
方
情
報 

処方基本レコード ＳＨ 

調剤情報レコード ＣＺ 

医薬品レコード ＩＹ 

特定器材レコード ＴＯ 

コメントレコード ＣＯ 

摘要欄レコード ＴＫ 

基本料・薬学管理料レコード ＫＩ 

分割技術料レコード ＳＴ 

資
格
確
認
補
正
デ
ー
タ 

レセプト共通レコード 

    ～  

分割技術料レコード 

６ 
ＲＥ 

～  
ＳＴ 

１ 電子資格確認の結果、補正されたレセ

プトの補正後の内容を記録する。 

２ 請求データと差分の生じたレコード

を記録する。 

事由レコード※1 ６ ＪＹ 補正箇所を記録する。 

資格確認運用レコード※3 ６ ＯＮ 
電子資格確認による運用で付加する情報

を記録する。 
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レコードの種類 ﾃﾞｰﾀ識別 ﾚｺｰﾄﾞ識別 備考 

請
求
決
定
デ
ー
タ 

補
正
デ
ー
タ 

レセプト共通レコード 

    ～  

分割技術料レコード 

２ 
ＲＥ 

～  
ＳＴ 

１ 審査支払機関で補正されたレセプトの補

正後の内容を記録する。 

２ 請求データと差分の生じたレコード

を記録する。 

事由レコード※2 ２ ＪＹ 補正箇所と補正事由を記録する。 

資格確認運用レコード※3 ２ ＯＮ 
電子資格確認による運用で付加する情報

を記録する。 
審
査
運
用 

デ
ー
タ 

審査運用レコード ２ ＥＸ 
審査支払機関による運用で付加する情報

を記録する。 

チ
ェ
ッ
ク 

デ
ー
タ 

レコード管理情報レコード ２ ＲＣ 
審査支払機関側が当該レセプトを識別す

る情報を記録する。 

再
審
査 

等
請
求 

デ
ー
タ 

再審査等申し出レコード ３ ＭＤ 保険者等からの再審査等申し出内容を記

録する。 理由対象レコード ３ ＲＴ 

レ
セ
プ
ト 

縦
覧 

デ
ー
タ 

レセプト縦覧レコード ３ ＪＲ 
保険者等からの再審査等申し出時に縦覧

したレセプト情報を記録する。 

再
審
査
等
結
果
情
報 

再
審
査
等 

結
果
デ
ー
タ 

再審査等申し出結果レコード ４ ＭＫ 
審査支払機関での再審査等結果を記録す

る。 

再
審
査
等
補
正
デ
ー
タ 

レセプト共通レコード 

    ～  

分割技術料レコード 

４ 
ＲＥ 

～  
ＳＴ 

１ 審査支払機関で再審査等の結果、補正

されたレセプトの補正後の内容を記録す

る。 

２ 請求データ又は補正データと差分の

生じたレコードを記録する。 

事由レコード※2 ４ ＪＹ 補正箇所と補正事由を記録する。 

資格確認運用レコード ４ ＯＮ 
電子資格確認による運用で付加する情報

を記録する。 
審
査
運
用 

デ
ー
タ 

審査運用レコード ４ ＥＸ 
審査支払機関による運用で付加する情報

を記録する。 

チ
ェ
ッ
ク 

デ
ー
タ 

レコード管理情報レコード ４ ＲＣ 
審査支払機関側が当該レセプトを識別す

る情報を記録する。 

注１ 電子資格確認の結果、補正が複数のレコードに行われた場合、表中「※1」の事由レコードも複数レコ

ード記録する。 

２ 審査支払機関において、補正事由を伴う補正が複数のレコードに行われた場合、表中「※ 2」の事由

レコードも複数レコード記録する。 

３ 電子資格確認が複数の保険者等に行われた場合、表中「※3」の資格確認運用レコードも複数レコード記録す

る。 
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（イ） 一次請求の電子資格確認により保険者等の振替又は分割が行われた状態で、再審査等請求された場合 

レコードの種類 ﾃﾞｰﾀ識別 ﾚｺｰﾄﾞ識別 備考 

請
求
決
定
デ
ー
タ 

管
理 

デ
ー
タ 

レセプト管理レコード ２ ＭＮ 
１件のレセプト情報に対して、先頭に１レ

コードのみ記録する。 

資
格
確
認
前
請
求
デ
ー
タ 

薬局情報レコード 

    ～  

分割技術料レコード 

５ 
ＹＫ 

～  
ＳＴ 

１ 電子資格確認の結果、振替又は分割とな

り再作成されたレセプトの保険薬局からの

請求時の内容を記録する。 

２ 薬局情報レコードの「薬局連絡先名称」

項目について、保険薬局側の記録内容と審

査支払機関が管理する名称が異なる場合

は、審査支払機関が管理する名称に置き換

える。 

資
格
確
認
補
正
デ
ー
タ 

レセプト共通レコード 

    ～  

分割技術料レコード 

６ 
ＲＥ 

～  
ＳＴ 

１ 電子資格確認の結果、補正されたレセプ

トの補正後の内容を記録する。 

２ 請求データと差分の生じたレコード

を記録する。 

事由レコード※1 ６ ＪＹ 補正箇所を記録する。 

資格確認運用レコード ６ ＯＮ 
電子資格確認による運用で付加する情報を

記録する。 

請
求
デ
ー
タ 

薬局情報レコード 

１ 

ＹＫ 
１ 審査支払機関で受け付けたレセプトの内

容を記録する。記録順、記録内容について

は「調剤記録条件」を参照のこと。 

２ 保険薬局側の記録誤り等により、不要な

情報が記録された場合等にあっては、不要

な情報が削除される場合もある。 

３ 薬局情報レコードの「薬局連絡先名称」

項目について、保険薬局側の記録内容と審

査支払機関が管理する名称が異なる場合

は、審査支払機関が管理する名称に置き換

える。 

４ 審査支払機関において電子資格確認を行

った結果、保険者等の振替又は分割となる

レセプトの場合は、振替又は分割後の内容

に置き換える。 

５ 国保連固有情報レコードについては、平

成 28年 3月診療以前分であって、平成 30

年 4月以前に国民健康保険団体連合会へ一

次請求された場合のみ記録する。 

レセプト共通レコード ＲＥ 

レ
セ
プ
ト
情
報 

保険者レコード ＨＯ 

公費レコード ＫＯ 

資格確認レコード ＳＮ 

受診日等レコード ＪＤ 

窓口負担額レコード ＭＦ 

国保連固有情報レコード ＫＨ 

処
方
情
報 

処方基本レコード ＳＨ 

調剤情報レコード ＣＺ 

医薬品レコード ＩＹ 

特定器材レコード ＴＯ 

コメントレコード ＣＯ 

摘要欄レコード ＴＫ 

基本料・薬学管理料レコード ＫＩ 

分割技術料レコード ＳＴ 

補
正
デ
ー
タ 

レセプト共通レコード 

    ～  

分割技術料レコード 

２ 
ＲＥ 

～  
ＳＴ 

１ 審査支払機関で補正されたレセプトの補

正後の内容を記録する。 

２ 請求データと差分の生じたレコードを

記録する。 

事由レコード※2 ２ ＪＹ 補正箇所と補正事由を記録する。 

資格確認運用レコード ２ ＯＮ 
電子資格確認による運用で付加する情報を

記録する。 
審
査
運
用 

デ
ー
タ 

審査運用レコード ２ ＥＸ 
審査支払機関による運用で付加する情報を

記録する。 

チ
ェ
ッ
ク 

デ
ー
タ 

レコード管理情報レコード ２ ＲＣ 
審査支払機関側が当該レセプトを識別する

情報を記録する。 

再
審
査 

等
請
求 

デ
ー
タ 

再審査等申し出レコード ３ ＭＤ 保険者等からの再審査等申し出内容を記録

する。 理由対象レコード ３ ＲＴ 

レ
セ
プ
ト 

縦
覧 

デ
ー
タ 

レセプト縦覧レコード ３ ＪＲ 
保険者等からの再審査等申し出時に縦覧し

たレセプト情報を記録する。 

再
審
査
等

結
果
情
報 

再
審
査
等 

結
果
デ
ー
タ 

再審査等申し出結果レコード ４ ＭＫ 

 

審査支払機関での再審査等結果を記録す

る。 
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レコードの種類 ﾃﾞｰﾀ識別 ﾚｺｰﾄﾞ識別 備考 

再
審
査
等
結
果
情
報 

再
審
査
等
補
正
デ
ー
タ 

レセプト共通レコード 

    ～  

分割技術料レコード 

４ 
ＲＥ 

～  
ＳＴ 

１ 審査支払機関で再審査等の結果、補正さ

れたレセプトの補正後の内容を記録する。 

２ 請求データ又は補正データと差分の

生じたレコードを記録する。 

事由レコード※2 ４ ＪＹ 補正箇所と補正事由を記録する。 

資格確認運用レコード ４ ＯＮ 
電子資格確認による運用で付加する情報を

記録する。 
審
査
運
用 

デ
ー
タ 

審査運用レコード ４ ＥＸ 
審査支払機関による運用で付加する情報を

記録する。 

チ
ェ
ッ
ク 

デ
ー
タ 

レコード管理情報レコード ４ ＲＣ 
審査支払機関側が当該レセプトを識別する

情報を記録する。 

注１ 電子資格確認の結果、補正が複数のレコードに行われた場合、表中「※1」の事由レコードも複数レコ

ード記録する。 

２ 審査支払機関において、補正事由を伴う補正が複数のレコードに行われた場合、表中「※2」の事由

レコードも複数レコード記録する。 

 

エ レコード管理情報レコードは、１件のレセプト情報に対して、必ず末尾に記録され、再審査等請求により審査

支払機関との行き来が複数回あった場合は、その都度、末尾に記録する。 

オ 再審査等請求により審査支払機関との行き来が複数回あった場合に、追加される新たなレセプト情報について

は、従前に記録されている情報の直下に記録し、付加されていた行番号及び枝番号については変更されない。 
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  （２） 再審査等結果ファイル構成イメージ 

再審査等結果ファイル 

 

                     

レセプト ・・・・ レセプト ・・ レセプト ・・ レセプト 

 

 

一次請求及び

再請求情報 
（※1） 

再審査等 

請求データ 
（※2） 

レセプト 

縦覧データ 
（※2） 

再審査等 

結果情報 
（※2） 

     

 

 

再審査等 

申し出 

レコード 

(MD) 

理由対象 

レコード 

(RT) 

 

レセプト 

縦覧 

レコード 

(JR) 

 
再審査等 

結果データ 

再審査 

等補正 

データ 

審査運用 

データ 

チェック 

データ 
   

 

 

  

再審査等申し出 

結果レコード 

(MK) 

 

審査運用 

レコード 

(EX) 

 

レコード管理 

情報レコード 

(RC) 

 

 

再
審
査
等
補
正

デ
ー
タ 

レセプ 

ト共通 

ﾚｺｰﾄﾞ 

(RE) 

レセプト情報 処方情報 

保険者 

ﾚｺｰﾄﾞ 

(HO) 

公費 

ﾚｺｰﾄﾞ 

(KO) 

資格確認 

ﾚｺｰﾄﾞ 

(SN) 
（※4） 

受診日等 

ﾚｺｰﾄﾞ 

(JD)  
（※4） 

窓口負担額 

ﾚｺｰﾄﾞ 

(MF)  
（※4） 

国保連 

固有情報 

ﾚｺｰﾄﾞ 

(KH) 
（※3） 

処方 

基本 

ﾚｺｰﾄﾞ 

(SH) 

調剤 

情報 

ﾚｺｰﾄﾞ 

(CZ) 

医薬品 

ﾚｺｰﾄﾞ 

(IY) 

特定器材 

ﾚｺｰﾄﾞ 

(TO) 

コメント 

ﾚｺｰﾄﾞ 

(CO) 

 

 

摘要欄 

ﾚｺｰﾄﾞ 

(TK) 

基本料 

薬学管理料 

ﾚｺｰﾄﾞ 

(KI) 

分割技術料 

ﾚｺｰﾄﾞ 

(ST) 

事由 

ﾚｺｰﾄﾞ 

(JY) 

資格確認 

運用 

ﾚｺｰﾄﾞ 

(ON) 

 

 

 

※１ 第１章「一次請求及び再請求に係る記録条件仕様」で定められた情報を記録する。 

※２ 再審査等請求の回数に応じて、複数回記録されることがある。 

※３ 平成28年3月調剤以前分であって、平成30年4月以前に国民健康保険団体連合会へ一次請求された場合のみ記録する。 

※４ 資格確認レコード、受診日等レコード及び窓口負担額レコードについては、令和3年8月調剤以前分は記録しない。 
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３ 各種レコードの記録要領に関する事項 

  モードは入力する文字の種別、最大バイトは項目の最大バイト数、項目形式は項目長が固定長か可変長かを示す。 

     

  （１） 一次請求及び再請求情報 

      第１章「一次請求及び再請求に係る記録条件仕様」の３「各種レコードの記録要領に関する事項」で定められ

た情報を記録する。 

 

  （２） 再審査等請求データ 

    ア 再審査等申し出レコード 

項目 ﾓｰﾄﾞ 
最大 
ﾊﾞｲﾄ 

項目 
形式 

記録内容 備考 

データ識別 数字 ２ 可変  “３”（再審査等データ）を記録する。 

 

行番号 数字 ５ 可変 レセプト内通し番号を記録する。 

枝番号 数字 ３ 可変 レセプト内通し番号の枝番号を記録する。 

再審査等申し出レコード 
「調剤再審査等記録条件」に規定する保険者等が記録

した「再審査等申し出レコード」を記録する。 

 

   イ 理由対象レコード 

項目 ﾓｰﾄﾞ 
最大 
ﾊﾞｲﾄ 

項目 
形式 

記録内容 備考 

データ識別 数字 ２ 可変  “３”（再審査等データ）を記録する。 

 

行番号 数字 ５ 可変 レセプト内通し番号を記録する。 

枝番号 数字 ３ 可変 レセプト内通し番号の枝番号を記録する。 

理由対象レコード 
「調剤再審査等記録条件」に規定する保険者等が記録

した「理由対象レコード」を記録する。 

 

  （３） レセプト縦覧データ 

      レセプト縦覧レコード 

項目 ﾓｰﾄﾞ 
最大 
ﾊﾞｲﾄ 

項目 
形式 

記録内容 備考 

データ識別 数字 ２ 可変  “３”（再審査等データ）を記録する。 

 

行番号 数字 ５ 可変 レセプト内通し番号を記録する。 

枝番号 数字 ３ 可変 レセプト内通し番号の枝番号を記録する。 

レセプト縦覧レコード 
「調剤再審査等記録条件」に規定する保険者等が記録

した「レセプト縦覧レコード」を記録する。 
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  （４） 再審査等結果情報 

    ア 再審査等結果データ 

      再審査等申し出結果レコード 

項目 ﾓｰﾄﾞ 
最大 
ﾊﾞｲﾄ 

項目 
形式 

記録内容 備考 

データ識別 数字 ２ 可変  “４”（再審査等決定データ）を記録する。 

 

行番号 数字 ５ 可変 レセプト内通し番号を記録する。 

枝番号 数字 ３ 可変 レセプト内通し番号の枝番号を記録する。 

レコード識別情報 英数 ２ 固定 “MK”を記録する。 

申し出一連番号 数字 ３ 可変 
対応する再審査等申し出レコードの一連番号を記録す

る。 

申し出受付年月日 数字 ８ 可変 
対応する再審査等申し出レコードの年月日を西暦で記録

する。 

再審査等申し出機関 数字 ３ 固定 
 

別表 3 再審査等申し出機関コードを記録する。 

処理年月 数字 ６ 固定 
審査支払機関で保険者等の再審査等調整を行った年月を

西暦で記録する。 

変更理由番号 数字 ６ 可変 

１ 審査支払機関で再審査等申し出レコードの理由番号を

変更した場合、変更後の理由番号コードを記録する。 

２ その他の場合は省略する。 

審査結果 数字 ３ 固定 別表 4 審査結果コードを記録する。 

連絡 漢字 600 可変 
１ 審査結果に補足が必要な場合、記録する。 

２ その他の場合は記録を省略する。 

原
審
ど
お
り 

理由１ 数字 ６ 可変 

１ 別表 4 審査結果コードから原審どおり理由が必要な

場合、別表 5 原審どおり理由コード（調剤）を記録す

る。 

２ その他の場合は記録を省略する。 

理由２ 数字 ６ 可変 

１ 別表 4 審査結果コードから原審どおり理由が必要で、

理由１以外に理由がある場合、別表 5 原審どおり理由

コード（調剤）を記録する。 

２ その他の場合は記録を省略する。 

理由３ 数字 ６ 可変 

１ 別表 4 審査結果コードから原審どおり理由が必要で、

理由１及び理由２以外に理由がある場合、別表 5 原審

どおり理由コード（調剤）を記録する。 

２ その他の場合は記録を省略する。 

申し出保険者番号等 英数 ８ 固定 

１ 再審査等請求を行った保険者番号等を記録する。 

２ 保険者番号等が８桁に満たない場合は、先頭から“ス

ペース”を記録し、８桁で記録する。 

審査支払機関使用欄 
英数 
又は 
漢字 

500 可変 

１ 審査支払機関が使用する審査結果情報等がある場合

は、当該情報を記録する。 

２ その他の場合は、記録を省略する。 

予備 英数 ５ 可変 記録を省略する。 

予備 
英数 
又は 
漢字 

１０ 可変 記録を省略する。 

予備 
英数 
又は 
漢字 

３０ 可変 記録を省略する。 
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    イ 再審査等補正データ 
再審査等による補正の内容を記録する。 

    （ア） レセプト共通レコード 

項目 ﾓｰﾄﾞ 
最大 
ﾊﾞｲﾄ 

項目 
形式 

記録内容 備考 

データ識別 数字 ２ 可変  “４”（再審査等決定データ）を記録する。 

 

行番号 数字 ５ 可変 レセプト内通し番号を記録する。 

枝番号 数字 ３ 可変 レセプト内通し番号の枝番号を記録する。 

レセプト共通レコード 
「調剤記録条件」に規定する「レセプト共通レコー

ド」の補正後の内容を記録する。 

 

    （イ） 保険者レコード 

項目 ﾓｰﾄﾞ 
最大 
ﾊﾞｲﾄ 

項目 
形式 

記録内容 備考 

データ識別 数字 ２ 可変  “４”（再審査等決定データ）を記録する。 

 

行番号 数字 ５ 可変 レセプト内通し番号を記録する。 

枝番号 数字 ３ 可変 レセプト内通し番号の枝番号を記録する。 

保険者レコード 
「調剤記録条件」に規定する「保険者レコード」の補

正後の内容を記録する。 

 

    （ウ） 公費レコード 

項目 ﾓｰﾄﾞ 
最大 
ﾊﾞｲﾄ 

項目 
形式 

記録内容 備考 

データ識別 数字 ２ 可変  “４”（再審査等決定データ）を記録する。 

 

行番号 数字 ５ 可変 レセプト内通し番号を記録する。 

枝番号 数字 ３ 可変 レセプト内通し番号の枝番号を記録する。 

公費レコード 
「調剤記録条件」に規定する「公費レコード」の補正

後の内容を記録する。 

 

(エ) 資格確認レコード 

項目 ﾓｰﾄﾞ 
最大 
ﾊﾞｲﾄ 

項目 
形式 

記録内容 備考 

データ識別 数字 ２ 可変 “４”（再審査等決定データ）を記録する。 

 

行番号 数字 ５ 可変 レセプト内通し番号を記録する。 

枝番号 数字 ３ 可変 レセプト内通し番号の枝番号を記録する。 

資格確認レコード 
「補正データ」に規定する「資格確認レコード」の再

審査等による補正後の内容を記録する。 

 

(オ) 受診日等レコード 

項目 ﾓｰﾄﾞ 
最大 
ﾊﾞｲﾄ 

項目 
形式 

記録内容 備考 

データ識別 数字 ２ 可変 “４”（再審査等決定データ）を記録する。 

 

行番号 数字 ５ 可変 レセプト内通し番号を記録する。 

枝番号 数字 ３ 可変 レセプト内通し番号の枝番号を記録する。 

受診日等レコード 
「調剤記録条件」に規定する「受診日等レコード」の

再審査等による補正後の内容を記録する。 
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(カ) 窓口負担額レコード 

項目 ﾓｰﾄﾞ 
最大 
ﾊﾞｲﾄ 

項目 
形式 

記録内容 備考 

データ識別 数字 ２ 可変 “４”（再審査等決定データ）を記録する。 

 

行番号 数字 ５ 可変 レセプト内通し番号を記録する。 

枝番号 数字 ３ 可変 レセプト内通し番号の枝番号を記録する。 

窓口負担額レコード 
「調剤記録条件」に規定する「窓口負担額情報レコー

ド」の再審査等による補正後の内容を記録する。 

 

    （キ） 国保連固有情報レコード 

項目 ﾓｰﾄﾞ 
最大 
ﾊﾞｲﾄ 

項目 
形式 

記録内容 備考 

データ識別 数字 ２ 可変  “４”（再審査等決定データ）を記録する。 

 

行番号 数字 ５ 可変 レセプト内通し番号を記録する。 

枝番号 数字 ３ 可変 レセプト内通し番号の枝番号を記録する。 

国保連固有情報レコード 
「調剤記録条件」に規定する「国保連固有情報レコー

ド」の補正後の内容を記録する。 

注 平成28年3月調剤以前分であって、平成30年4月以前に国民健康保険団体連合会へ一次請求された場合のみ記録する。 

 

    （ク） 処方基本レコード 

項目 ﾓｰﾄﾞ 
最大 
ﾊﾞｲﾄ 

項目 
形式 

記録内容 備考 

データ識別 数字 ２ 可変  “４”（再審査等決定データ）を記録する。 

 

行番号 数字 ５ 可変 レセプト内通し番号を記録する。 

枝番号 数字 ３ 可変 レセプト内通し番号の枝番号を記録する。 

処方基本レコード 
「調剤記録条件」に規定する「処方基本レコード」の

補正後の内容を記録する。 

 

    （ケ） 調剤情報レコード 

項目 ﾓｰﾄﾞ 
最大 
ﾊﾞｲﾄ 

項目 
形式 

記録内容 備考 

データ識別 数字 ２ 可変  “４”（再審査等決定データ）を記録する。 

 

行番号 数字 ５ 可変 レセプト内通し番号を記録する。 

枝番号 数字 ３ 可変 レセプト内通し番号の枝番号を記録する。 

調剤情報レコード 
「調剤記録条件」に規定する「調剤情報レコード」の

補正後の内容を記録する。 

 

    （コ） 医薬品レコード 

項目 ﾓｰﾄﾞ 
最大 
ﾊﾞｲﾄ 

項目 
形式 

記録内容 備考 

データ識別 数字 ２ 可変  “４”（再審査等決定データ）を記録する。 

 

行番号 数字 ５ 可変 レセプト内通し番号を記録する。 

枝番号 数字 ３ 可変 レセプト内通し番号の枝番号を記録する。 

医薬品レコード 
「調剤記録条件」に規定する「医薬品レコード」の補

正後の内容を記録する。 
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    （サ） 特定器材レコード 

項目 ﾓｰﾄﾞ 
最大 
ﾊﾞｲﾄ 

項目 
形式 

記録内容 備考 

データ識別 数字 ２ 可変  “４”（再審査等決定データ）を記録する。 

 

行番号 数字 ５ 可変 レセプト内通し番号を記録する。 

枝番号 数字 ３ 可変 レセプト内通し番号の枝番号を記録する。 

特定器材レコード 
「調剤記録条件」に規定する「特定器材レコード」の

補正後の内容を記録する。 

 

    （シ） コメントレコード 

項目 ﾓｰﾄﾞ 
最大 
ﾊﾞｲﾄ 

項目 
形式 

記録内容 備考 

データ識別 数字 ２ 可変  “４”（再審査等決定データ）を記録する。 

 

行番号 数字 ５ 可変 レセプト内通し番号を記録する。 

枝番号 数字 ３ 可変 レセプト内通し番号の枝番号を記録する。 

コメントレコード 
「調剤記録条件」に規定する「コメントレコード」の

補正後の内容を記録する。 

 

    （ス） 摘要欄レコード 

項目 ﾓｰﾄﾞ 
最大 
ﾊﾞｲﾄ 

項目 
形式 

記録内容 備考 

データ識別 数字 ２ 可変  “４”（再審査等決定データ）を記録する。 

 

行番号 数字 ５ 可変 レセプト内通し番号を記録する。 

枝番号 数字 ３ 可変 レセプト内通し番号の枝番号を記録する。 

摘要欄レコード 
「調剤記録条件」に規定する「摘要欄レコード」の補

正後の内容を記録する。 

 

    （セ） 基本料・薬学管理料レコード 

項目 ﾓｰﾄﾞ 
最大 
ﾊﾞｲﾄ 

項目 
形式 

記録内容 備考 

データ識別 数字 ２ 可変  “４”（再審査等決定データ）を記録する。 

 

行番号 数字 ５ 可変 レセプト内通し番号を記録する。 

枝番号 数字 ３ 可変 レセプト内通し番号の枝番号を記録する。 

基本料・薬学管理料レコード 
「調剤記録条件」に規定する「基本料・薬学管理料レ

コード」の補正後の内容を記録する。 

 

    （ソ） 分割技術料レコード 

項目 ﾓｰﾄﾞ 
最大 
ﾊﾞｲﾄ 

項目 
形式 

記録内容 備考 

データ識別 数字 ２ 可変  “４”（再審査等決定データ）を記録する。 

 

行番号 数字 ５ 可変 レセプト内通し番号を記録する。 

枝番号 数字 ３ 可変 レセプト内通し番号の枝番号を記録する。 

分割技術料レコード 
「調剤記録条件」に規定する「分割技術料レコード」

の補正後の内容を記録する。 
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(タ) 事由レコード 

項目 ﾓｰﾄﾞ 
最大 
ﾊﾞｲﾄ 

項目 
形式 

記録内容 備考 

データ識別 数字 ２ 可変 “４”（再審査等決定データ）を記録する。 

 

行番号 数字 ５ 可変 レセプト内通し番号を記録する。 

枝番号 数字 ３ 可変 レセプト内通し番号の枝番号を記録する。 

レコード識別情報 英数 ２ 固定 “JY”を記録する。 

補正区分 数字 １ 固定 

１ 追加の場合、“１”を記録する。 
２ 修正の場合、“２”を記録する。 
３ 削除の場合、“３”を記録する。 
４ 分割の場合、“４”を記録する。 
５ 復活の場合、“５”を記録する。 

補正対象行番号 数字 ５ 可変 補正の対象となるレコードの行番号を記録する。 

補正対象枝番号 数字 ３ 可変 補正の対象となるレコードの枝番号を記録する。 

事由対象項目番号 英数 200 可変 
補正事由を記録する対象となる項目番号（「調剤記録

条件」に規定する各レコードの項目位置）を記録する。 

事由コード 英数 ２０ 可変 別表 1 事由コードを記録する。 

補正後行番号 数字 ５ 可変 補正後のレコードを記録した行番号を記録する。 

補正後枝番号 数字 ３ 可変 補正後のレコードを記録した枝番号を記録する。 

予備 数字 ３０ 可変 記録は省略する。 

注 事由対象項目番号は、補正区分が“２” 又は“５”で、事由コードの記録がある場合に記録される。 
また、補正事由を記録する対象となる項目番号が、複数ある場合は、「:」で区切り列記する。 
事由コードが複数ある場合も、「:」で区切り列記する。 

 
（チ） 資格確認運用レコード 

項目 ﾓｰﾄﾞ 
最大 
ﾊﾞｲﾄ 

項目 
形式 

記録内容 備考 

データ識別 数字 ２ 可変 “４”（再審査等決定データ）を記録する。 

 
行番号 数字 ５ 可変 レセプト内通し番号を記録する。 

枝番号 数字 ３ 可変 レセプト内通し番号の枝番号を記録する。 

資格確認運用レコード 
第１章－２－（１）－ウ「資格確認運用レコード」の

再審査等による補正後の内容を記録する。 
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ウ 審査運用データ 

審査運用レコード 

項目 ﾓｰﾄﾞ 
最大 
ﾊﾞｲﾄ 

項目 
形式 

記録内容 備考 

データ識別 数字 ２ 可変 “４”（再審査等決定データ）を記録する。 

 
行番号 数字 ５ 可変 レセプト内通し番号を記録する。 

枝番号 数字 ３ 可変 レセプト内通し番号の枝番号を記録する。 

レコード識別情報 英数 ２ 固定 “EX”を記録する。 

振替先保険者番号 英数 ８ 可変 

１ 保険者番号に振替があった場合、振替先の保険者番

号を記録する。 

２ その他の場合は、記録を省略する。 

既に廃止し

た保険者等の

事務継承先で

ある振替先を

記録する。 

振替先第四公費負担者

番号 
数字 ８ 可変 

１ 第四公費負担者番号に振替があった場合、振替先の

第四公費負担者番号を記録する。 

２ その他の場合は、記録を省略する。 

振替先第一公費負担者

番号 
数字 ８ 可変 

１ 第一公費負担者番号に振替があった場合、振替先の

第一公費負担者番号を記録する。 

２ その他の場合は、記録を省略する。 

振替先第二公費負担者

番号 
数字 ８ 可変 

１ 第二公費負担者番号に振替があった場合、振替先の

第二公費負担者番号を記録する。 

２ その他の場合は、記録を省略する。 

振替先第三公費負担者

番号 
数字 ８ 可変 

１ 第三公費負担者番号に振替があった場合、振替先の

第三公費負担者番号を記録する。 

２ その他の場合は、記録を省略する。 

予備 数字 １０ 可変 記録を省略する。 

 

単独請求分レセプト区

分 
数字 １ 可変 

１ 併用レセプトで請求され、請求に係るすべての公費

レコードの合計点数が０点であり、医療保険のみの請

求となった場合、“１”を記録する。 

２ その他の場合は、記録を省略する。 

予備 数字 １ 可変 記録は省略する。 

予備 数字 １ 可変 記録は省略する。 

予備 数字 ６ 可変 記録は省略する。 

添付文書情報 数字 １ 可変 
１ 保険薬局から紙で添付文書が提出されているレセプ
トの場合、“１”を記録する。 

２ その他の場合は、記録を省略する。 

審査支払機関使用欄 
英数 
又は 
漢字 

1000 可変 審査支払機関が使用する情報を記録する。 

注 審査運用（ＥＸ）レコードは複数レコードに記録し、審査支払機関使用欄のみの記録とする場合がある。 

なお、審査支払機関使用欄のみに記録された場合、枝番号の１の位に「１」を記録する。 

 

   エ チェックデータ 

     レコード管理情報レコード 

項目 ﾓｰﾄﾞ 
最大 
ﾊﾞｲﾄ 

項目 
形式 

記録内容 備考 

データ識別 数字 ２ 可変  “４”（再審査等決定データ）を記録する。 

 

行番号 数字 ５ 可変 レセプト内通し番号を記録する。 

枝番号 数字 ３ 可変 レセプト内通し番号の枝番号を記録する。 

レコード識別情報 英数 ２ 固定 “RC”を記録する。 

管理情報 英数 100 可変 
審査支払機関側が当該レセプトを識別する情報を記録

する。 
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各種コードに関する事項 

 

別表 1 事由コード 

コ ー ド 名 コ ー ド 内     容 

事由コード 

Ａ 療養担当規則等に照らし、医学的に保険診療上適応とならないもの 

Ｂ  療養担当規則等に照らし、医学的に保険診療上過剰・重複となるもの 

Ｃ 
 療養担当規則等に照らし、Ａ・Ｂ以外で医学的に保険診療上適当でないも

の 

Ｄ  告示・通知の算定要件に合致していないと認められるもの 

Ｆ  固定点数誤り 

Ｇ  請求点数誤り 

Ｈ  縦計計算誤り 

Ｋ  その他 

 

別表 2 削除（年号区分コード） 

 

別表 3 再審査等申し出機関コード 

 社会保険診療報酬支払基金 

コ ー ド 名 コ ー ド 内     容 

再審査等申し出機関  

コード  

１０１ 医療保険 

１０２ 第１公費負担医療 

１０３ 第２公費負担医療 

１０４ 第３公費負担医療 

１０５ 第４公費負担医療 

１０８ 保険薬局 

１０９ 社会保険診療報酬支払基金 

注 公費負担医療単独の場合は“１０２”を記録する。 

 

国民健康保険団体連合会 

コ ー ド 名 コ ー ド 内     容 
再審査等申し出機関  

コード  ２００番台 （国民健康保険団体連合会使用コードは別に定める。） 
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別表 4 審査結果コード 

 社会保険診療報酬支払基金 

コ ー ド 名 コ ー ド 内     容 連絡 
原審どお

り 
理由 

審査結果コード 

１０１ 資格関係等返戻 ○  

１０２ 

診療内容 

・ 

事務上 

原審どおり ○ ◎ 

１０３ 査定 ○  

１０４ 返戻（診療内容） ○  

１０５ 返戻（事務上） ○  

１０６ 請求先変更 ○  

１０７ 

突合再審査 

原審どおり ○ ◎ 

１０８ 査定 ○  

１０９ 返戻 ○  

１１０ 
薬局等から 

の再審査等請求 

原審どおり ○  

１１１ 復活 ○  

１１２ 返戻 ○  

１１３ 他の申し出理由により査定 ○ ◎ 

１１４ 他の申し出理由により返戻 ○ ◎ 

１１５ 他レセプトで処理済み ○ ◎ 

１１６ 再審査等請求の取り下げ ○ ◎ 

１８０ 電子資格確認 精算 ○  

１９９ 上記以外の処理 ◎  

注 ｢◎｣は必須、「○」は任意の記録とする。 

 

国民健康保険団体連合会 

コ ー ド 名 コ ー ド 内     容 連絡 
原審どお
り理由 

審査結果コード 
２００番台 

（国民健康保険団体連合会使用コードは別
に定める。） 

  

１８０ 電子資格確認 精算   
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別表 5 原審どおり理由コード（調剤） 

 社会保険診療報酬支払基金 

コ ー ド 名 コ ー ド 区 分 内     容 

原審どおり理由

コード（調剤） 

１００００１ 

電子資格確認 

資格誤りの確認されたレセプトですが、レセプトの振替・分割対象外

となるため、資格関係等の理由番号により再審査申し出願います。 

１００００２ 
当該調剤日等においては、資格喪失されていません。資格情報等の登

録状況をご確認願います。 

１００００３ 
当該記号・番号に一致する資格情報がありません。資格情報等の登録

状況をご確認願います。 

１０００１０ 

基本診療料 
算定 

ルール 

本症例の時間外・休日・深夜加算は、診療内容を通覧

し、急患等やむを得ない事情による診療であり妥当と

認めます。 

１０００１１ 
診療内容を通覧して、初診料の算定は妥当と認めま

す。 

１０００１２ 
本症例の一般症状又は診療内容から、やむを得ない受

診であり妥当と認めます。 

１０００１３ 
当該指導料又は管理料の算定要件に照らして妥当と認

めます。 

１０００１４ 
本症例の特定疾患処方管理加算は、厚生労働大臣の定

める対象疾患が主病であり妥当と認めます。 

１０００１５ 
当該入院基本料は新たな入院であり、今回入院日を起

算日とします。 

１０００２０ 

薬剤 

適応 

当該薬剤は、本症例に効能・効果（医学的有用性を含

む。）を有する薬剤であり妥当と認めます。 

１０００２１ 
当該薬剤は、本症例の一般症状及び病態を勘案して妥

当と認めます。 

１０００２２ 
症状が重篤症例であるので内服・注射投与は妥当と認

めます。 

１０００２３ 
速効性を必要とする症例であるので注射投与は妥当と

認めます。 

１０００２４ 
過剰 

（過量） 

当該薬剤は、適宜増減の薬剤であり、本症例に対し許

容量の範囲です。 

１０００２５ 
当該薬剤は、本症例の症状と一般的経過からみて、投

与期間が過剰とは認めません。 

１０００２６ 

同種、同効薬

剤の併用 

本症例に対する当該薬剤の同一薬効複数剤投与は、作

用機序がそれぞれ異なるため、適正な使用であり妥当

と認めます。 

１０００２７ 

本症例に対する当該薬剤の投薬と注射（内服と外用）

の併用投与は、症状の記載等からみて、重症度が考慮

され、適正な使用であり妥当と認めます。 

１０００２８ 禁忌 

本症例に対する当該薬剤は、禁忌となっているが、同

一月の診療内容と症状を考えて必要性があり、慎重投

与されたものであることから妥当と認めます。 

１０００９２ 

その他 

特定保険医療

材料 

特定保険医療材料は、特定保険医療材料に関する告示

・通知の算定要件を満たすため妥当と認めます。 

１０００９３ 
特定保険医療材料は、本症例の傷病名、部位及び手術

等を勘案し過剰とは認めません。 

１０００９４ 

全診療項目共

通の原審 

申出の根拠となる詳細な理由が不明であることから原

審どおりといたします。再審査を申し出する際は、申

出理由を具体的に記載願います。 

１０００９５ 

本症例は、希少疾患、重症例であり、他に有効な治療

法がないためご指摘の診療は医学的にみて妥当と認め

ます。 

１０００９６ 
傷病名に対する一般症状及び病態を勘案して妥当と認

めます。 

１０００９７ 
点数表の告示・通知に照らし、算定ルール上妥当と認

めます。 

１０００９８ 連絡項目記載 連絡項目により原審どおりとします。 

注 事務上分については、「１０００９９」とする。 
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国民健康保険団体連合会 

コ ー ド 名 コ ー ド 内     容 

原審どおり理由
コード（調剤） 

２０００００ 
番台 

（国民健康保険団体連合会使用コードは別に定める。） 

 

別表 6 負担者種別コード 

コ ー ド 名 コ ー ド 内     容 

負担者種別コード 

１ 医療保険、国民健康保険又は後期高齢者医療 

２ 第１公費負担医療 

３ 第２公費負担医療 

４ 第３公費負担医療 

５ 第４公費負担医療 

注 令和3年8月調剤以前分の場合は記録しない。 

 

別表 7 確認区分コード 

コ ー ド 名 コ ー ド 内     容 

確認区分コード 

０１ 保険医療機関・薬局窓口等 

０２ 

審査支払機関に請求後 

変更なし 

０３ 確認不能 

０４ 振替 

０５ 分割 

０６ レセプト記載の保険者等に請求 

０７ 資格喪失（証回収後） 

０８ 資格喪失（死亡） 

０９ 枝番特定 

１１ 

保険者等に請求後 

振替 

１２ 分割 

１３ 変更不能 

１４ 枝番特定 

注１ 令和3年8月調剤以前分の場合は記録しない。 

 ２ 確認区分コード「０７」については、令和6年12月調剤分以降は記録しない。 
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別表 8 仮払請求等理由コード 

コ ー ド 名 コ ー ド 内     容 

仮払請求等理由コード 

００１ 新資格未登録 

００２ 資格の未加入期間を含む 

００３ 他の審査支払機関への変更 

００４ 請求データに受診日等レコードの記録なし又は不一致 

００５ 公費該当（負担金なし） 

００６ 公費該当（負担金あり） 

００７ 高額療養費支給対象（所得区分の変更なし・多数回該当以外） 

００８ 高額療養費支給対象（所得区分の変更あり） 

００９ （欠番） 

０１０ （欠番） 

０１１ 負担割合が異なるレセプト種別への変更 

０１２ 職務上の事由あり 

０１３ 負担金額減免等あり 

０１４ 境界層該当 

０１５ 75歳到達月 

０１６ 国民健康保険分の異なる給付割合 

０１７ （欠番） 

０１８ 振替・分割対象外特記事項 

０１９ 振替・分割可能期間経過後の受付 

０２０ 請求データに窓口負担額レコードの記録なし 

０２１ 負担金額等あり 

０２２ 振替・分割対象外（点数・金額） 

０２３ 振替・分割対象外（レセプト記録内容） 

０２４ 資格の重複期間を含む 

０９８ 資格確認対象外（診療年月及び法別） 

０９９ 資格確認対象外（資格喪失以外） 

１００ 本人・家族区分等の誤り 

注１ １００番台であるコードについては、社会保険診療報酬支払基金の場合のみ記録する。 

２ 令和3年8月調剤以前分の場合は記録しない。 

３ “０２４（資格の重複期間を含む）”及び“１００（本人・家族区分等の誤り）”については、令和4年3月審査

以前分の場合は記録しない。 

 

別表 9 受付等区分コード      

コ ー ド 名 コ ー ド 内     容 

受付等区分コード 

１ 受付回数に計上する調剤及び薬学管理等 

２ 受付回数に計上しない調剤及び薬学管理等 

９ 請求データの各レコードに記録された算定日情報と不一致 

注 令和3年8月調剤以前分の場合は記録しない。 

 


